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農政産業観光委員会会議録 

 

日時        令和２年９月３０日（水）      開会時間   午前１０時 

                            閉会時間   午後 ４時５２分 

 

場所        第３委員会室 

 

委員出席者     委員長   渡辺 淳也 

          副委員長  桐原 正仁 

          委員    望月 勝  早川 浩  永井 学  市川 正末 

                土橋 亨  小越 智子 

 

欠席者       なし 

 

説明のため出席した者 

 

  産業労働部長 中澤 和樹  産業労働部理事 山本 盛次  産業労働部次長 上野 睦 

  産業労働部次長（産業政策課長事務取扱） 一瀬 富房 

  労働委員会事務局長 小野 眞奈美  成長産業推進課長 有泉 清貴 

  産業振興課長 小林 徹  労政雇用課長 渡辺 一秀 

  産業人材育成課長 小林 靖  労働委員会事務局次長 小俣 謙 

 

  観光文化部長 中澤 宏樹  観光文化部文化振興監 小澤 祐樹 

  観光文化政策課長 村松 久  観光振興課長 小泉 嘉透  観光資源課長 三井 博志 

  世界遺産富士山課長 信田 恭央  文化振興・文化財課長 河野 公紀 

 

  農政部長 坂内 啓二  農政部理事 清水 一也  農政部次長 大久保 雅直 

  農政部技監 安藤 隆夫  農政部技監 中村 毅  農政部技監 武井 和人 

  農政総務課長 三井 一  担い手・農地対策課長 勝俣 匡章 

  販売・輸出支援課長 樋田 洋樹  農業技術課長 斉藤 修 

  果樹・６次産業振興課長 塚原 卓郎  畜産課長 渡邉 聡尚 

  食糧花き水産課長 近藤 隆  農村振興課長 小林 敏樹  耕地課長 茂手木 知 

 

  公営企業管理者 井出 仁  企業局長 三井 薫  企業局技監 平井 一仁 

  企業局総務課長 瀧本 勝彦  企業局電気課長 高野 武 

 

議第（付託案件） 

   第８１号 山梨県家畜伝染病予防法施行条例中改正の件 
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第８３号 令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中農政産業観光委員会関係の 

もの、第２条繰越明許費の補正中農政産業観光委員会関係のもの及び第３条債務負担 

行為の補正中農政産業観光委員会関係のもの 

   第８５号 令和２年度山梨県営電気事業会計補正予算 

   第８６号 令和２年度山梨県営温泉事業会計補正予算 

   第８７号 令和２年度山梨県営地域振興事業会計補正予算 

   第９２号 訴えの提起の件 

 

 

請願第２－８号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択をもとめること 

について 

請願第２―１３号 印章制度・文化を守ることについて 

請願第２－１５号 小規模事業者に対する支援及び支援体制の拡充・強化に関することについて 

 

 

審査の結果   付託案件については、原案のとおり可決すべきものと決定した。また、請願第２－ 

８号については継続審査すべきもの、請願第２－１３号、請願第２－１５号について 

は採択すべきものと決定した。 

 

 

審査の概要   まず、委員会の審査順序について、産業労働部・労働委員会関係、観光文化部関

係、農政部関係、企業局関係の順に行うこととし、午前１０時から午前１１時３６分

まで産業労働部・労働委員会関係、午後１時から午後２時３４分まで観光文化部関

係、午後２時５０分から午後４時１４分まで農政部関係、午後４時３０分から午後４

時５２分まで企業局関係の審査を行った。 

 

 

主な質疑等 産業労働部・労働委員会関係 

 

 

※第８３号   令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中農政産業観光委員会関係の

もの、第２条繰越明許費の補正中農政産業観光委員会関係のもの及び第３条債務負担行

為の補正中農政産業観光委員会関係のもの 

 

質疑 

 

（商工業振興資金貸付金について） 

永井委員  課別説明書（産）の５ページ、資金対策費の中にある商工業振興資金貸付金について

伺います。 

  先ほど課長からの御説明の中にもありました、商工業振興資金ですけども、５月１日
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から経済変動対策融資の中に、新型コロナウイルス感染症対策関係を創設して運用され

たということでお話がありましたけども、まず、この融資の利用状況について伺います。 

 

小林産業振興課長 ５月にこの融資がスタートしたわけですけれども、８月末現在の経済変動対策融資

全体のまず融資額につきましては、６月補正予算後の融資枠１,２０５億円に対しまし

て、融資件数が約７,０００件を超えてございます。融資額は約１,１８０億円という状

況でございます。そのうち実質３年間無利子、信用保証料がかからない新型コロナウイ

ルス感染症対策関係融資の実績につきましては、融資件数が約６,５００件、先ほどの７,

０００件の大部分がこの無利子融資という形になってございます。融資額は約１,０４

０億円となっておりまして、非常に高い利用状況となっております。 

 

永井委員  非常に高い利用状況だと感じましたけれども、かつて同じように中小企業の方たちが

大被害をこうむった平成２０年のリーマンショックのときと比較して状況はどのような

感じでしょうか。 

 

小林産業振興課長 平成２０年のリーマンショックにおきまして、平成２０年１０月３１日に国の緊急

保証制度ができております。したがいまして、平成２０年１１月からの融資実績と比較

して、１１月から６カ月の実績で、融資件数が約２,０００件、融資額が２９０億円余と

いう状況でございました。 

  これに対しまして、今回は、３月から国の危機関連保証等の経済変動対策融資がスタ

ートしていますので、３月からの６カ月起算でしますと融資件数が７,２２９件で、融資

額が１,１９０億円余ということで、その６カ月比較をしますとリーマン時の約４倍と

いう状況となっております。 

 

永井委員  今回の新型コロナウイルス感染症の影響によって、県内中小企業に対しての物すごく

大きい影響を与えたということがよくわかったところですけど、この厳しい状況を県は

どのように分析をされているのか、伺います。 

 

小林産業振興課長 まず個人と法人の割合は、融資件数別で法人が約６５％、個人が３５％ということ

になってございまして、これは分母となる県内の事業者数の割合でいきますと、個人事

業者は約４７％、法人が５３％ということでございますので、やはり個人事業主よりも

従業員を雇っている法人のほうが資金繰りに苦慮している状況がうかがえます。 

  それから、特徴的なのが業種の状況でございまして、リーマンショック時は業者数も

多いという中で、製造業、卸売小売業、建設業、この３業種がスリートップというか、

ほとんどその業種が融資を受け、資金繰りに苦しむことが多かったんですけども、今回

はその３業種もそうですけれども、リーマンショック時には影響がなかった、宿泊業、

飲食サービス業の割合が非常にふえております。件数ベースでいきますと、製造業より

も直近の実績だと、件数の割合で、やや上になっているというような状況です。それ以

外にも幅広い業種で生活関連サービスですとか、例えばふだん融資の出ない医療福祉な

ど、今までに県の制度融資の需要がなかったような幅広い業種に融資利用がございまし



 

 4 

て、幅広い業種に影響が出ていると分析をしております。 

 

永井委員  リーマンショックのときは、スリートップだけだったけれども、今回は幅広い業種が

対象になっているということで、今回のこの融資額も、非常に大きな額となっていると

いうことではございますけれども、この現状を踏まえて、融資の利用見通しと、今後こ

の融資の増額を使ってどのように対応していくのか伺います。 

 

小林産業振興課長 今後の見通しというのは、数字的なものはなかなかはじきにくい部分もございます

けれども、これまでの実績を参考にして見込んでいくということを考えております。こ

の融資自体が国の制度と連動しているものでございまして、今現在この制度は１２月末

の申し込み期限で、１月融資実行というのが期限になってございます。１２月は年末な

ので、企業さんや事業者さんの資金需要が非常に多くなる時期と重なっておりまして、

実際に８月から９月にかけて、やや落ちつき傾向にありますが、年末にかけて再び駆け

込みも含めて大幅に増加することが考えられます。今回具体的な見通しという数字はお

答えができませんが、そういう資金需要に備えて、今回の補正予算で大幅に増額を行っ

ております。 

  今後は、融資の利用動向を１週間単位でウオッチしていますので、動向を見きわめな

がら、保証協会や金融機関としっかり連携しながら、資金繰り支援に万全を期してまい

りたいと思っております。 

  国に対しても、制度の延長に対して、影響がどこまで長引くかというところが議論さ

れていますけれども、知事会等を通じて、期間の延長等を要望しているところでござい

ます。 

 

永井委員  いずれにせよ、延長されなければ年末の受け付けということで、今回の増額で必要な

企業には行きわたっていくのではないかと私も感じました。 

  最後に、現在この商工業振興資金の貸付金を取り扱う銀行にＪＡバンクが入っていな

いということで、私の支援者の中に、ＪＡバンクを使っていて、この融資を使いたいけ

ど、なかなかほかの地銀等に相談するのは、ちょっと行きづらいというような声もござ

います。また、長野県はこの関係の資金をＪＡバンクでも取り扱えるというような話も

伺っているんですけれども、今回７００億円近い非常に大きい融資枠の拡大ということ

で、利用者ニーズに応える意味でも、このＪＡバンクでの取り扱いも検討すべきだと考

えますが、いかがでしょうか。 

 

小林産業振興課長 委員御指摘のとおり、現在、本県の商工業振興資金の取扱金融機関につきましては、

基本的には県内の銀行、信用金庫、信用組合になっておりまして、ＪＡについては対象

外となっております。この経緯は、制度創設以来、農業というのは商工業ではないので、

県内商工業者の金融の円滑化という目的でこの融資ができておりまして、農業とすみ分

けということでＪＡが入っていなかったという経緯がございます。 

  そうはいいましても、今ＪＡでも商工業が顧客としてあるようなお話も聞こえてくる

ところでございます。関東甲信越１都９県を調べたところ、ＪＡを対象としているのは
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長野県と新潟県だけでございました。あとは今のところ、山梨県と同じすみ分けをして

いるという状況でございます。この２県につきましては、各県庁に聞いたところ、やは

り県土が広いので、地域の金融機関がＪＡしかないというお話も聞いております。そう

はいいましても、事業者に寄り添った形で資金ニーズに応えていくのは重要かと思いま

す。今保証協会にも影響が出ますので、ちょっと時間がかかっていますけれども、ヒア

リング等に入っておりまして、検討をしているところでございます。 

 

永井委員  ありがとうございます。 

  確かに今まで農業と商工業を分けた部分でＪＡバンクが取り扱っていなかったという

ことですが、先ほど言ったように、純粋にＪＡバンクしか扱っていないという方がいて、

やはり私もそうですけど、つき合いのない銀行に融資の相談をするのは、なかなか厳し

いというか、しづらい面もあるので、せっかくこれだけの大きな融資なので、できる限

り多くの方が利用できるような制度設計をぜひ検討していただきたいと思います。 

 

       （産業集積促進助成金） 

市川委員  成長産業推進課の３ページをお願いします。 

  先ほど交付対象企業概要一覧の追加資料をいただきましたが、助成予定額について、

もう少し詳しく説明をお願いいたします。 

 

有泉成長産業推進課長 助成金の要綱を令和２年３月３１日づけで改正をしたところであります。まず

は、改正前の旧要綱上で申請をしてきた会社が左から３件ございます。こちらから説明

いたしますと、旧要綱では、自社所有地に工場などを整備する場合、この場合について

は、投下固定資産額、これは工場整備ですとか、あるいは設備の導入に係る経費ですが、

それの５％を助成するということになっております。横河さんの例でいきますと２０億

８,７００万円余の固定資産額に５％を乗じますと、この金額になるということでござ

います。 

  ２件目の松山油脂さんは、ちょっと複雑なのですが、おおむね途中購入をしたところ

に建てるんですが、一部自社所有地を含んでおります。土地を購入した場合には助成率

は１０％とすることとしておりますので、案分いたしまして投下固定資産額の６億３,

０００万円余に１０％、一部５％乗じてこの助成額となっております。 

  ３件目、フジメックさんの場合は、土地を購入して工場設備を導入するものでありま

すので、こちらの助成率は１０％であります。これは上と下でわかりやすいかと思いま

す。 

  ４件目の東京エレクトロンテクノロジーソリューションズさんについては、新制度の

助成ということになります。新制度は見直しを図りまして、成長産業ですとか、あるい

は地域経済を牽引するような事業については、より重点化を図ろうという趣旨で見直し

を図りました。具体的な見直しについては、まず基本の助成率を先ほどの５％、１０％

をまずは半分に落としましたので、自社所有地の場合、２.５％で、土地を購入して建て

る場合には５％の助成率としております。 

  従いまして、東京エレクトロンさんの場合、自社所有地ですから、基本助成率は２.
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５％となります。先ほど、重点化を図ったと申し上げましたが、医療機器ですとか、本

県の進めております水素・燃料電池関連、あるいは法律上、付加価値が非常に高いと認

められるような事業につきましては、助成率を加算するという措置をしております。 

  東京エレクトロンテクノロジーソリューションズさんのこの事業につきましては、法

律上の地域経済牽引事業に認定されております。先進性も高く、付加価値も高いという

ことで認定されておりまして、加算率をプラス３％としておりますので、基本助成率２.

５％にプラス３％で、助成率は５.５％となります。５.５％で計算いたしますと、これ

は７億円を超えるということになるわけですが、同時に要綱で上限を５億円と定めてお

りますので、上限の５億円を助成金額といたしております。 

 

市川委員  細かい説明ありがとうございました。 

  基本的には固定資産税が基本ということで間違いないですか。 

 

有泉成長産業推進課長 固定資産税というより、工場整備あるいは機械ですとか設備導入に要する経費、

実際に契約してその経費を払った額、これを投下固定資産額としてお示ししております。

これを確認した上で、現地確認ですとか契約書、例えば支払い書類などを確認した上で、

助成を行っております。 

 

土橋委員  先ほどの産業振興課の話なんですけど、すごく助かっている企業はいっぱいあるんで

すけど、逆によく見てもらわないと、せっかくただで貸してくれるっていうから５,００

０万円借りといたという人もいっぱいいますよね。そして中には、落ち込み方に関係し

て、一定のルールがあってだと思いますけど、２０人くらいいる社員のところは、毎月

４００万円もくれるという話もある。 

  逆に困っているところの話をすると、機械電子産業みたいに、右肩上がりに伸びてい

ない中小零細企業のところは、コロナの前までにどんどん売り上げが落ちて、景気も悪

くなっていると。そこへコロナの影響を受けて、本当に困っているところがあるけど、

売り上げが落ちてくると、何でこの会社が５,０００万円といっているのに５００万円

なんだみたいなところと、そういうところは１カ月か２カ月でうまくいかなくなる。 

  信用保証協会の話をすると、何年か前からもうギリギリだから、やっていけない。こ

れで潰すわけにもいかないから、返済をストップしてくれよと。決められた金利だけは

ちゃんと払っているけど、保証協会まで保証料を上げてくるんだよね。保証協会の保証

は最初０.８％とか０.９％で決まっていたんじゃないのかという話をしたら、２、３年、

そのストップして返済だけしてよくなったら、また返していきたいと、そういう気持ち

でいるところが、保証料まで上げられるという。そうすると、保証料のほうが金利より

高く１％以上取っているようなことになってくると、首つりの足を引っ張る。今回だっ

て保証料もただですよと打ち出しているけど、今回も寸前までにかなり落ち込んでいる

企業というのは、本当にここで首つりの足を引っ張られるような状態になっている。 

  だから、人数的にどっちが多いかという話になると、大手企業のほうが人数は多いか

もしれないけど、零細企業で苦しんでいる人たちをもう少し見てもらいたいなと。どう

やって見てもらえばいいとか、どこへ行けばいいというルールをしっかり決めてもらっ
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て、中には取りあえず金なんか要らないけど、あそこの銀行は気に入らないから、うま

いこと言って借りといて、そこだけはきっちりもらうなんて言っている社長さんもいる。 

  そういうことを承知しながら、さあ、出してやるじゃなくて、苦しいところにはしっ

かり出してやる。あなたのところは、これだけもうかって余剰金もこんなにあるから、

要らないところには、社長さんがベンツに限らず外車に乗っているところが、借りてい

る金額が多いです。ここの銀行で５,０００万円、あそこの銀行で５,０００万円借りた

なんていっている人もいるから、ぜひその辺のところをしっかり、手厚くというのは大

手じゃなくて、中小零細企業のところをもう少し面倒見てもらいたいなと、そう思いま

す。 

 

小林産業振興課長 今回の融資につきましては、基本的には不況業種対策ですとか、セーフティネット

４号、あと危機関連ということで、売り上げの減少というのが一定の要件になってござ

いまして、それについて市町村が認定書を、関係書類を踏まえて、売り上げは確かに落

ちていますねと、その証明に基づいて、金融機関のほうで融資をしているものと承知し

ております。 

  いろいろ今委員からお話がありましたけれども、確かに長期化するので、手元資金は

ある程度確保したいという企業の意識もあるかもしれません。そこは金融機関とその基

準を満たす中で、それぞれ融資が実行されているものと認識しております。 

  委員がおっしゃられた零細企業とか、本当に困っているところも、今回の融資につき

ましては、件数も金額も、先ほど説明したとおり、かなり出ているんですけれども、や

はり今まではなかなかおつき合いがなくて、出していなかったようなところも、金融機

関、保証協会が頑張って融資を実行していると承知しておりまして、委員がおっしゃい

ましたけれども、助かっているという声も非常に多く聞いてございます。金融機関、保

証協会がしっかり審査する中で、ちゃんと必要なところへ必要な資金が行き渡るような

形をとりたいと思います。 

  それから、もともと苦しんでいたような事業者さんに対しましても、国も新型コロナ

特例リスケジュールといった形で、やまなし産業支援機構に相談窓口がございまして、

もともと抱えていた借入金とか、その辺の対応を含めて、相談できる体制が整っており

ますので、また、該当者にＰＲしていきたいと思いますけれども、相談窓口がございま

すので、できる範囲の対応はしてまいりたいと考えております。 

 

土橋委員  何ていうところですか。 

 

小林産業振興課長 各県に、中小企業再生支援協議会というのがございまして、山梨県の場合は、やま

なし産業支援機構の中にございますので、そこで相談内容を言ってもらえば、機構の中

でつないでいただけると思いますので、そこは遠慮なく御相談いただければと思います。 

 

       （産業集積促進助成金について） 

小越委員  先ほどありました産業集積助成金のことなんですけど、この４社の増加雇用数が書い

てあるんですけど、正規の雇用の方が何人いらっしゃるのか、お示しください。 
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有泉成長産業推進課長 助成金の内容については、正規非正規を問わないということにしておりますの

で、これはさらに予定ですから、現在のところ内訳などは把握しておりません。 

 

       （雇用創出奨励金について） 

小越委員  労政雇用課のところでありました雇用創出奨励金、正規雇用の方々を雇った場合にお

金が出るという、そちらのほうも重点的にしていただかないと、投下資本の金額でやっ

ていきますと、本当に正規の雇用の方がふえていくのか、疑問なところもあります。お

金を持っている投下資本ができる会社は、いっぱい助成金がもらえるけど、正規雇用を

ふやしているところは、この３００万円で５人ですよね。こちらの東京エレクトロさん

は５億円で３１人と、そのうち正規もどうかわからないとなりますと、やはり正規雇用

でしっかり雇うところの方々に、労政雇用課が持っています雇用推進事業費のほうを重

点的にやるようにお願いしたいと思います。 

       （人材シェアマッチング事業費） 

  （産）の７ページの人材シェアマッチング事業費についてお伺いします。 

  もう少し御説明いただきたいんですけども、９９３万円ということで、それなりのお

金ですけども、企業に調査をするということですけど、誰が調査するのか、全ての山梨

県内の業者なのか、その調査の仕方、誰がするのか、いつまでするのか、教えてくださ

い。 

 

渡辺労政雇用課長 企業の調査につきましては、県が調査会社に委託をいたしまして行います。調査対

象は、県内に本店または事業所のある企業約１万８,０００社を想定しております。 

 

小越委員  調査業務を委託するということは、山梨県の労政雇用課がするのではなく、この９９

３万円のうち、そこに委託する会社のプロポーザルなり、委託費がこの９９３万円とい

うことの理解でよろしいでしょうか。 

 

渡辺労政雇用課長 委託費は９９３万円のうち一部でございまして、全てではございません。９９３万

円にはＰＲ費も入っております。 

 

小越委員  ９９３万円のうちＰＲ費というのは少ないかもしれないから多分プロポーザルかどこ

かに委託すると思うんですが、それが９００万円ぐらいあるということですか。 

 

渡辺労政雇用課長 概算で約９００万円でございます。 

 

小越委員  それで、１万８,０００社にお願いするということですけど、それはいつの時点なのか、

今と年末とどういう方々が不足しているのか、どういう方が必要なのかということで、

そのいつまでに調査をするのか、例えば資格ですとか、どういう業種とかということも

含めて、日付とかどういう形でやっていくんでしょうか。 
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渡辺労政雇用課長 調査時期でございますけれども、予算を御議決いただいた後、１０月下旬から１１

月上旬にかけまして、県内企業へ調査表を送付したいと思っております。 

  業種につきましては、限定をせずに県内企業、全ての業種に対して送付をしたいと思

っております。 

 

小越委員  １０月下旬から１１月上旬にできるということは、プロポーザルをかけてやるのは、

もうすぐやらないと間に合わないわけですよね。１０月下旬から１１月上旬の間で、私

のところはこのくらい人が足りない。私たちのところはこのくらい余剰になっていると

いうのを合わせて、それをそのままマッチングする支援機構に情報を渡すということで

すか。 

 

渡辺労政雇用課長 競争入札等につきましては、すぐに議決後手続を開始いたしまして、１０月下旬か

ら調査をいたしまして、回答を１２月上旬くらいまでには受け付けをまとめまして、そ

れができ次第、連携先である産業雇用安定センターにお渡しをして、人材マッチング支

援をお願いしたいと思っております。 

 

小越委員  これは、一旦その会社を退職するという手続になるんでしょうか。それとも、そこに

籍を置いて派遣なり出向なり、出張という形にするのか、労働環境が変わるわけですか

ら、労働契約の問題ですとか、労働条件のところは、誰が責任を持つのか、事故があっ

たときにどこがするのか、それはどうなるんですか。 

 

渡辺労政雇用課長 人材の余っている企業と、それから受け取りたい企業を抽出するわけですけれども、

人材が余っている企業から不足している企業に行く際には、在籍型出向制度によりまし

て、辞めないで、会社に籍を置いたまま、一時的に移転するという仕組みでございます。

出向元企業との労働契約は維持して、出向先とも契約をするということになっておりま

す。 

 

小越委員  では、今在籍している会社の労働条件、給料、それからいろんな労使関係のもとに出

向するという形になるということですよね。そうしたら、もうこっちのほうに戻ってき

てほしいといったら、また自分の会社に戻れる。帰ってください、いいですよという確

認をするということでよろしいんでしょうか。 

 

渡辺労政雇用課長 現在在籍している会社の労働契約が基本となりますけれども、出向先の勤務条件等

もございますので、その辺の調整をいたしまして、出向の契約を結ぶことになります。

その際、戻ってくるということが原則になりますけれども、状況によっては転籍という

例もあると聞いております。 

 

小越委員  労働力を余っているとか足りないとかで、物の交換じゃないので、そこで働いている

労働者の生活もかかっているし、労働条件なので、物と物とが行ったり来たりするわけ

じゃないので、その労働条件や労働内容のところをしっかり担保できることをしていた
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だかないと、後で言った言わないとか、事故があったときにもなりますので、県がしっ

かりやるのですから、公のハローワークと同じような立場でやっていくと思いますので、

労働者を守る立場から、しっかりやっていただきたいと思います。 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※請願第２－８号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求めることにつ

いて 

 

意見 

 

早川委員    引き続き、新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への影響が、大変厳しい状況

下にあり、今は官民挙げて、まずは、雇用を守り抜くための中小企業支援が最優先課題

であると考えます。また、先日１円ではありますが、最低賃金が上げられて、１０月９

日から実行される状況です。今後も最低賃金の改善については、新型コロナウイルス感

染症の状況、経済や企業収益等の回復の状況等を踏まえ、県民の意見を充分に聞いて、

慎重に判断する必要があると考えますので、本請願は継続審査とすべきと考えます。 

 

小越委員    先日、残念ながら最低労働賃金、山梨県は１円しか上がりませんでした。多くの方々

から、わずか１円でどうやって生活していけるのかという声が上がっております。この

間、毎年３％ずつ最低賃金が上がってまいりました。このままで行きますと、首都圏と

山梨県の差は縮められておりません。今年、１円であったことに対して大きな怒りを感

じると同時に山梨県として最低労働賃金が少なくとも１，０００円、１，５００円、そ

して全国一律の最賃制度をつくること国に求めることは当然の要求であり、この請願は

採択するべきだと思います。 

 

討論     なし 

 

採決     起立多数により、継続審査するべきものと決定した。 

 

※請願第２－１３号 印章制度・文化を守ることについて 

 

意見 

 

望月（勝）委員 印章は、我が国の長い歴史の中で培われた伝統・文化、地域の地場産業的なものの技

術的な結晶であり、そうした組織や個人の個性・人格の表現として、また、信頼の象徴

としての役割を担ってきたところであります。 
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        この印鑑は、特に、本県においては、伝統的工芸品として、産業・生活を支えてきた

かけがえのない地域の資源であり、誇りでもあります。 

        しかしながら、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、テレワークが一層推進

されるなかで、国でも、印章の廃止論とか出ておりますが、これは大変難しい問題でも

あり、一長一短には簡単にいかない問題でもございます。そうした中で、この印章制度・

文化が不当におとしめられている状況の中で、テレワークの推進と印章制度・文化は、

共存可能なものであり、本県としても、この伝統文化を守る。また、本県以外でも全国

的に、印章協議会や印章業界の今までの歴史・文化、培ってきた技術、そうしたものの

経済効果というものがありますから、そのような事を踏まえながら、本請願は採択すべ

きと意見を申し上げます。 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で採択すべきものと決定した。 

 

 

※請願第２―１５号 小規模事業者に対する支援及び支援体制の拡充・強化に関することについて 

 

意見 

 

永井委員    採択すべきと考えます。 

        今般のコロナウイルス感染症拡大及びその影響の長期化により、小規模事業者の売り

上げは急激に減少し、事業継続が危ぶまれる状況にある。特に、本県においては、全企

業数に占める小規模事業者数が全国平均よりも高く、その支援の如何によっては、危機

的状況に陥る可能性が高いと思われます。 

 よって、小規模事業者に対する支援の拡充及びその延長を図るとともに小規模事業者

の支援体制の抜本的強化を図る必要があるため、本請願は採択とすべきであると考えま

す。 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で採択すべきものと決定した。 

※所管事項 

質疑 

（企業誘致の小規模オフィス移転について） 

早川委員  企業誘致の小規模オフィス移転について伺います。６月の本会議の関連質問で、コロ

ナの状況においては、本社とか工場だけではなく、いろんなセクションの誘致をすべき
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と質問しました。答弁で、部長が産業集積助成金の中にも一部メニューがあるというこ

とだったんですけれども、今回知事の所信表明で、小規模オフィス等についてここで新

しい支援策を展開するという、そういう文脈があったと思うんですね。これは、これま

でとどう違うのか、まずお伺いします。 

 

有泉成長産業推進課長 これまでの支援策ですけれども、先ほど予算案の中でもありましたが、高額な

投資ですとか、あるいは製造業といった限られた業種のみを対象としてきたところであ

ります。 

  お話のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響で、会社機能の分散化を図る企業も

出てくるだろうと。そういったサテライトオフィス等の設置需要には、これまでの仕組

みでは対応できていなかったところであります。 

  このことから、今回最低投資額といった要件を撤廃しまして、業種も問わず、小規模

なオフィスの設置にも対応できる制度を創設し、支援を行っていきたいと考えていると

ころであります。 

  特徴としては、雇用人数も５人以上としまして、小規模オフィスに対応しているとい

うこと、それから社宅に関する経費も助成対象としていきたいというところが特徴とな

っております。 

 

早川委員  いろんな企業、いろんな種類を上げられていて、いいと思うんですけれども、住まい

に補助金があるというのはいいことだと思うんですよ。ただ、もうちょっと詳しく、そ

ういう対象とか制度があるんですけれども、どういう助成内容かを詳しく教えていただ

きたいと思います。 

 

有泉成長産業推進課長 新たな制度につきましては、まず業種を問わず対象とするということとしてお

ります。また、県外から５人以上雇用することを要件としておりまして、オフィスの設

置に要する費用と合わせまして、県外からの雇用者のための社宅確保に要する経費まで

助成することとしております。 

  さらに、オフィス等の取得だけではなく、オフィス、社宅の借上料、通信回線の使用

料、社用車の借上料、オフィス、社宅の改修等に係る経費も助成対象としたいと考えて

おります。 

  設置に対する助成は、投下固定資産額の１０％としまして、限度額１,５００万円、借

り上げ助成につきましては、借上料の２分の１を３年間、年間の限度額を５００万円と

しまして、あわせて最大３,０００万円まで助成を可能としたいと考えております。 

 

早川委員  その制度を使って、今度はターゲットについてなんですけど、新聞・報道等でも聞い

て、確かに東京のサテライトオフィスの需要があるという、そういう肌感はわかるんで

すけど、県でアンケートなりデータなり、実際に東京のオフィスで、そういう需要があ

るのかどうか、その辺についてどういう根拠でどう考えているのか、お伺いしたいと思

います。 
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有泉成長産業推進課長 まず、国の方針というのがあったかと思います。国では、東京一極集中是正、

これに向けまして、まち・ひと・しごと創生基本方針におきまして、移住等の推進のた

め、地方へのサテライトオフィス開設運営ですとか、リモートワークの後押しをすると

いうことを言っております。 

  また、オフィス仲介会社の資料などを見てみますと、東京のビジネス地区におけるオ

フィスの空き室率、８月まで６カ月連続で上昇しているというようなことを承知してお

りますし、都心におけるオフィス需要の減退が見受けられるところであります。 

  また、不動産関係会社の資料などを見てみますと、東京でのオフィス需要は減退感が

強まっていると同時に、オフィスの拡張を検討する企業においては、選択する理由とし

て、快適性の向上をしたいという企業が、昨年より増加しているとの分析も承知してい

るところでありまして、このような状況を受けまして、本県、豊かな自然環境等を有し

ておりますので、こうした需要の取り込みを目指していきたいと考えたところでありま

す。 

 

早川委員  実際に、そういう動向があると。私も丸の内、特にオフィス族が近いところにマンシ

ョンを持ったりしているんですけれども、そういう人たちも、ほとんど都心に行かない。

高額な所得の人たちを誘致できるということで、非常に興味を持っているんですけど、

こういった中で、今度はこのアプローチ方法だと思うんですけど、これは６月にも言っ

たんですけど、他県が競って、同じことをやっている中で、山梨県は自然環境の快適性

や都心への近さもいいんです。また例えば非常に重要なポイントで、教育環境、２５人

の少人数学級とか、遠隔教育とか、そういうようなことも、しっかりアピールしていか

ないといけないと思うんですけど、他県と競争してどうやってこの新しい、いい制度だ

と思うんですけど、どういう修飾をつけて積極的にアピールをしていくのか、そのアピ

ールの方法をお伺いします。 

 

有泉成長産業推進課長 制度の周知、非常に大事なことと思っております。これについては、具体的に

は県内外の不動産団体への周知をまずは図っていきたいということと、それから企業訪

問などを通じまして、積極的に制度のアピールを行いまして、このサテライトオフィス

などの需要を取り込むこととしたいと考えております。 

 

早川委員  さっき言い忘れたんですけど、例えばグリーン・ゾーンで安心だということもいいで

すし、ちょっとこれは情に訴えるじゃないんですけど、地方で山梨県にゆかりがある企

業、サンリオとか資生堂とか、またはリプライ阪急とか、大阪とか名古屋も積極的に、

東京だけじゃなくて、大阪や名古屋も来ると思うんですけど、その辺にアプローチをし

ていくべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

有泉成長産業推進課長 御指摘のとおり、企業訪問自体も幅広に行う必要があると思っておりますし、

その際に合わせてサテライトオフィスなどについても新たな助成制度を設けましたので、

御活用願いますといったことを周知してまいりたいと考えております。 
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早川委員  最後に、御案内のように、パソナが徳島に移りましたよね。最初は人事とか経理とい

うアプローチだったんだけれども、結局１,０００人移ったことで、本社機能も移しちゃ

おうという、そういうこともあったので、ぜひここで山梨県が出おくれないように、ス

ピード感を持って新しい制度も活用して、具体的に企業を誘致できるように、よろしく

お願いします。 

 

       （押印電子化装置開発について） 

永井委員  判この電子装置開発等の県の考え方について、幾つかお伺いさせていただきたいと思

います。 

  ９月２５日の河野太郎行政改革担当大臣の記者会見の中で発言がありましたけれども、

あたかも判こが不要であるというような報道がなされました。ただ、私はこの会見の内

容の全文を見たんですけど、これは決して判こをなくしてしまえというようなことでは

なくて、あくまでも行政手続上の押印について省略を検討するというような発言でござ

いました。ただ、いずれにせよ、先ほど望月委員からの請願の説明にもありましたけれ

ども、印章業というのは、本県の貴重な地場産業であって、判こ文化を守っていくとい

うのは、これは本県に与えられた、使命的なものであると私は考えています。 

  そんな中、６月議会の定例会の閉会後に報道された押印電子化装置開発の新聞報道が

ありました。見させていただいたんですけれども、このような状況下の中で、この装置

開発に期待を寄せている関係者というのが、やはり多くいらっしゃいます。そこで、こ

の装置開発について、現在の検討状況と、またこの装置開発は政府のデジタル化の流れ

と印章文化の共存ができる環境が整って、本県としても積極的に取り組むべきだと考え

ますが、県の御所見を伺います。 

 

小林産業振興課長 委員御指摘のとおり、本来は、行政手続の押印省略というような姿だと思うんです

が、判こが不要というような議論が飛び交っている中で、知事が電子的プロセスに押印

という行為を乗せる装置の検討ができないかということがございます。産業労働部の出

先に産業技術センターがございます。こちらで、今既存の装置でもそんなに多くはない

んですけれども、押印を電子的プロセスに、電子印鑑ではなくて、取り込む製品もござ

いますが、まだ高かったり、使い勝手の問題もございますので、その産業技術センター

が中心となって情報収集、企業のヒアリング等を行いながら、いろいろ検討を進めてい

るところでございます。今後も印章をしっかり残していくためには、有効になるもので

はないかというふうに認識しておりまして、検討を鋭意進めてまいりたいと思っており

ます。 

 

永井委員  電子化装置の開発ですので、早々１カ月、２カ月後というわけにはいかないという部

分は理解しておるわけですけれども、先ほども申したとおり、この業界の方たちがこの

装置に寄せる期待というのは、かなり大きいということでございますので、積極的にこ

れを取り組んでいっていただきたいということと、もう一方で、業界関係者からこの印

章文化の存続とともに、先ほど冒頭で言った判こたたきとも思えるような情報発信がい

ろいろとあって、決して今までの議論の流れの中で、判こ全部をなくしてしまえという
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ような話ではなくて、あくまでも手続上のものを簡略化できないかという部分の中で、

決して大枠で見ると、判こ文化を否定しているような意見ではないんだけれども、やは

り一部を抽出して、情報が先走ってしまうということの対応とかですね、例えばそうい

うことを、より多くの人たちに知ってもらうためには、判こ文化の価値をもっとＰＲし

ていくことが、重要であると思います。 

  この電子化装置の開発のほかに、ぜひ展示会とか、例えば判こフォーラムの開催をし

て、より広い方たちに、判こ文化のことを知っていただく機会というのが必要であると

考えますけれども、御所見を伺います。 

 

小林産業振興課長 印章文化のＰＲ、周知が重要であり積極的に取り組むべきではないかという御質問

かと思いますけれども、これにつきましても、委員御指摘のとおり、そういう風潮が出

ておりますので、しっかりその印章の重要性というものを訴えていかなければならない

という認識でございます。観光文化部の所管になりますけれども、文化的価値の発信と

いうことで、８月から県立博物館の常設展示の中で、印章の展示もやっています。 

  今後につきましても、さまざまな場に印章の重要性を訴えるような取り組みの検討を

進めて、観光文化部とも連携をする中で、進めていきたいと考えております。 

 

永井委員  ありがとうございました。 

  常設展に組み込まれたということもＰＲしておかないとわからない話です。小学生と

か中学生が博物館で見るというのは、非常にいい機会だと思うので、その部分と、先ほ

どおっしゃったように、いろんな部分の中でＰＲをしていただきたいと思います。 

  いずれにせよ、印章業は、本県にとって非常に大事な地場産業であるわけですけれど

も、やはり特に印章業を営む方たちというのは、零細企業が多くて、御家族でやられて

いるところもたくさんあると思います。また、知事も積極的に判こ文化、印章文化を守

っていくんだということの会見なり発言をしていただいております。 

  なかなか、自助だけでは立ち行かないところが多々あって、やはり行政として県の支

援が必要だと思いますけれども、中澤部長、ぜひこの印章のことに関して、知事からの

コメントもあるんですけれども、産業労働部として、これからこの判こ文化を守ってい

く、判こ産業界を守っていくというような観点から、ぜひ部長のほうからコメントをい

ただければと思います。 

 

中澤産業労働部長 今回、判こが非常に注目されているというところで、昨日も知事が記者会見したと

ころであります。やはり一部誤解があって、今回行政手続の効率化、これを推進するう

えで、押印を省略というお話が、ちょっと広目の話になってしまって、判こ不要論に行

くような、こんな風潮は、やはり改めていただかなければならない。そこはしっかり県

としても情報発信をしていきたいと考えております。 

  また、先ほども話があったとおり、判こ文化としての部分もありますので、判この重

要性というのを皆様に認識していただく。さらに、この伝統産業としての印章業界につ

いても、今回の補正予算の中にもその展示会等々、これにも関係する部分がございます。

そういった形でしっかりと産業としての振興の支援もしていきたいと。いろいろな形を
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とりながら、この判こ文化、判こ産業をしっかり守っていきたいと考えております。 

 

       （産業集積助成金について） 

小越委員  先ほど早川委員からありました産業集積助成金のことについて、まずお伺いします。 

  先日、産業労働部から資料をいただきまして、ウイズコロナ時代の会社機能分散ニー

ズに対応した企業誘致支援制度という資料をいただきました。それに書いてあることを

ちょっと確認したいんですけども、今回それによりますと１０月、今回予算が成立した

後に、新たなオフィスを設置する場合のメニューの追加と、赤枠にあります。そのほか

に、製造業や今まで既存の産業集積助成金の制度が書いてあるんですけども、新たなオ

フィスを設置する場合と、今までの産業集積助成金が幾つかあるんですけど、これは併

用ができるのでしょうか。 

 

有泉成長産業推進課長 重なりがさほどあるとは思っていませんので、重ならない部分についてですの

で、補正予算に出しました事業の分とこちらのオフィスのほうで、双方あれば双方助成

対象となるということであります。 

 

小越委員  例えば、製造業でオフィスを新たにここに借りると同時に、製造業で新たに工場をつ

くるとなると、両方使えるという理解でよろしいのかということなんですけど。 

 

有泉成長産業推進課長 それぞれの要件を満たせば、それぞれを適用していくということであります。 

 

小越委員  先ほど早川委員からも話がありましたけれども、県外からの転勤者、新規採用者、合

わせて５人以上と書いてあるんですけど、その次に県外からの転勤者、新規採用者、合

わせて５人以上となり、居住の実態を有することって書いてあるんですけど、この居住

の実態とは、例えば住民票を移していただくのか、何をもって居住の実態とするのか、

誰が把握するんでしょうか。 

 

有泉成長産業推進課長 確認は住民票でいたします。 

 

小越委員  住民票を例えば都内から山梨県に移していただいて、そこで住んでいただく人が５人

以上でという理解でいいんですね。そうすると、その５人の方々が山梨県に税金を納め

ていただく高額富裕層の方も含めてということになるということを想定してよろしいん

ですね。 

 

有泉成長産業推進課長 住民票で確認して５人以上となれば、対象要件に該当しますので、交付をする

ということであります。 

 

小越委員  何年間居住するとか、そういう条件があるんでしょうか。１年とか５年とか１０年と

か、どうなんでしょうか。 
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有泉成長産業推進課長 そこまでの要件を設けるということではございません。 

 

小越委員  わざわざここに居住の実態を有するということが、なおかつ５人の方々が山梨県に住

民票を移していただくということを条件にしているというのは、山梨県に住んでいただ

く、定住・移住、そこで山梨県に税金を納めていただくということを想定しているんじ

ゃないかなと思ったんですけど、その期間が１カ月でも２カ月でもいいとなりますと、

いろんな人が出たり入ったりしているだけで、山梨県に移住するということにならない

ので、山梨県に住んでいただく、移住推進ということも含めれば、そこに縛りをかける

ほうが、山梨県にとってプラスになるんじゃないかなと思います。 

  ただし、居住をしていただくとなりますと、かなりハードルが高くなるというのもあ

ると思うんです。先ほど早川委員からもありましたけれども、山梨に住む、そこで１週

間とか２週間その期間だけ、そこのオフィスで仕事をするのではなく、山梨に住んでい

ただくということを条件にしますと、ハードルがかなり高くなるような気もするんです

けども、それはさっき言った教育ですとか、福祉ですとか、いろんなお買い物へ行ける

場所を含めですけど、そういうとこの整備は他の部とどのように連携していくんでしょ

うか。 

 

有泉成長産業推進課長 これは企業が主体的にオフィスですとか社宅の整備をしていくということを

想定しておりまして、そのほか連携できるような施策があれば、合わせて連携もしてい

きたいと考えておりますが、直接的にこの助成について、連携をしながら進めていくと

いうことではございませんので、連携している施策があれば連携をしていくということ

を考えております。 

 

小越委員  そうしますと、居住の実態を有するというのが、なかなかハードルが高くなってきて

しまと思うんです。でも山梨県とすると、山梨に引っ越して移住して定住して人口をふ

やしたいというのも、あるんじゃないかなと思うので、そこはほかの部署とも、この問

題をただサテライトオフィスを貸してもらって、１週間、２週間滞在してもらうんじゃ

なくて、そこに住んでもらうということも、この条件になっておりますので、ぜひそこ

はしっかりやらないと、なかなかハードルが高過ぎて来ないようになってしまったらま

ずいなと思います。 

       （出張労働相談会について） 

  もう一つ違う話ですけども、労働委員会の出張労働相談会についてお伺いいたします。 

  出張労働相談会、９月２３日、１０月１０日というチラシが出ているんですけども、

周知徹底はどのようにやっているんでしょうか。 

 

小俣労働委員会事務局次長 出張労働相談会につきましては、ポスター、チラシを県内各市町村や県の

施設等に送付しております。また、使用者団体であります経営者協会や中小企業団体中

央会、労働組合関係に配布もしております。また、県のラジオスポット放送を活用し、

出張労働相談会について、９月から１０月にかけて時間帯は決まっておりませんが、周

知をしているところです。それに加えまして、今回は、求人ウイークリーの情報誌に出
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張労働相談会の記事を４回載せることとしております。また、フリーペーパーにも載せ

て、より多くの方の目にとまるような形で周知をしているところであります。 

 

小越委員  労働委員会の役割とすると、使用者側と労働者側のトラブルの解消ということで、あ

っせんすると思うんですけども、労働相談会といいますと、どちらかというと、労働者

が困っていて、組合もない、誰に相談していいかわからない。公のところに相談に行き

たいということで、労働相談会のチラシを見て来る方が多いと思うんです。そういう狙

いが必要だと思うんですけど、この労働相談会のチラシのところに、労働委員会とは労

働トラブルを解決するのは行政機関です。こんな労働相談をお受けしていますというと

ころに３つ書かれています。 

  １つ目、新型コロナ感染症による業務悪化のため、自宅待機を命じられましたが、有

給休暇を取得するよう言われました。こういう相談ですね。 

  ２つ目、ハラスメント相談をしても、会社が対応してくれません。 

  ３つ目、業務が減少したので、妊娠した従業員に退職勧奨したいです。 

３つ目に、これが書いてあるんですよ。業務が減少したので、妊娠した従業員に退職勧

奨してもいいんですか。 

 

小俣労働委員会事務局次長 今の点につきましては、勧奨をしてもらっては困るんですが、そういうこ

とを言われた場合の相談ということで、こちらは記載をさせていただいております。 

 

小越委員  私たちが見たときに、業務が減少したので、妊娠した従業員に退職勧奨したいです。

じゃ、それを労働委員会に言ったら何とか退職勧奨をうまくしてくれるのかと。違いま

すよね。これは法律違反ですよ。やっちゃいけないこと。妊娠したら退職勧奨しない。

マタニティハラスメントを労働委員会がやっているんじゃないですか。普通の人がこれ

を見たときにどう思いますか。何だ、山梨県の労働委員会は妊娠した従業員を退職勧奨

にどうやってやればうまくやれるか教えてくれるのかと思うじゃありませんか。 

  こんな例をどうしてここに書くのか。こういうことをしてはいけませんというふうに

言うのが労働委員会じゃありませんか。労働委員会の相談に書くのは不適切です。極め

て不適切です。誤解を招きますよ。労働委員会がマタニティハラスメントを推進してい

るかのようになっちゃう。こんな事例を書く必要はないんですよ。むしろこれはやって

はいけませんということを、囲みで書くぐらいでもいいと思います。何でこれをわざわ

ざこういう事例を挙げるのか。非常に不愉快ですよ。非常に不適切です、労働委員会と

して。 

  しかも労働委員会ですよ、普通のところじゃなくて労働の立場に立ってやるところが、

どうしてそれを公の立場でこんなチラシを多くの方々の目にとまるところに、チラシを

配るのか。多くの方々にこのチラシが行っているわけですよ。本当にこんなことが許さ

れるのかと、私は思いますよ。すぐにこのチラシは撤回していただきたいと思います。

いかがですか。 

 

小俣労働委員会事務局次長 受け取り方によって勘違いといいますか、間違いもあると考えますので、
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こちらのほうでは現在それにつきましては、しっかり対応させていただきますし、使用

者側で万が一こういうようなことを考えているということで、相談に来た場合には、そ

ういうことはできないと相談に応じておりますので、今後とも間違いがないように、し

っかり相談対応させていただきたいと考えています。 

 

小越委員  勘違いじゃないんですよ。それは、労働者側がまずいということですか。違いますよ

ね。わざわざこの文章を書く必要がないんですよ、こんなところに。これを見た人はど

んな気持ちがしますか。本人だったらどう思いますか。それが公に配られているわけで

しょう。こうやって多くの人に。妊娠したら退職しろと言われていると。それがどうし

ましょうかと。こんなことを書く必要はないんですよ。それは労働委員会がこういうふ

うにしたいと思っているのかと思うじゃありませんか。誤解じゃなくて、これは間違い

なんだから、削除するんですよ。これは削除することしかないと思います。それは言い

訳じゃないですか。見た人がどう思うかと考えて、このチラシはここのところを削除し

ていただきたいと思います。いかがですか。 

 

小俣労働委員会事務局次長 その点につきましては、こちらのほうでも検討して、対処させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

小越委員  検討したら報告ください、どういうふうに対応したのか、必ず報告くださいね。これ

は、チラシでみんなに配られていると思うと、女性の方々、それから使用者の人、それ

から労働者の人、どんな気持ちになるかを含めて、どうやって対応したか、報告をお願

いします。 

 

小俣労働委員会事務局次長 報告させていただきたいと思います。 

 

       （ＧｏＴｏイートについて） 

望月（勝）委員 １０月から農水省が導入しているこのＧｏＴｏイート、山梨県でも非常に飲食業、特

に小規模な飲食業の方が、非常に新型コロナの関係で苦労いただいて、その生活も大変

というような状況でございますが、そんな中で、この間も知事からも答弁がありまして、

代表質問の中でもありましたけど、国では飲食業に対する需要喚起を図るために、この

ＧｏＴｏイートをするということで、１０月になれば、この前のＧｏＴｏトラベルキャ

ンペーンと同時に進んでいくと思うんですけど、これはちょっとＧｏＴｏイートの関係

のキャンペーンの諸手続というか、申請についてちょっと伺いたいと思います。 

  まず、このＧｏＴｏイートキャンペーンは、どのような内容のものであるのか、それ

でまた飲食業、飲食業でもこのチェーン店のような大規模なところもありますし、また、

個人でやっている飲食業もあります。そういった方たちの個人事業者の方、特に小規模

な方への浸透、申請の方法、煩雑で非常に申請が難しくて、これじゃもう申請して給付

金をもらわないほうがいいとかということも出ているようでございますが、その辺につ

いて、ちょっと説明をいただきたいと思います。 
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一瀬産業労働部次長 まず、どのようなものかということでございますけれども、このキャンペーンで

すけれども、都道府県において実施される食事券の発行事業の部分と、国がオンライン

予約事業者に委託しますオンラインでポイント付与の部分がございます。この都道府県

で実施される食事券発行事業というのは、かいつまんで申し上げますと、食事券の購入

額に２５％上乗せして食事ができるという仕組みで、具体的に申しますと、額面１万円

の食事券を８,０００円で購入しまして、１万円分の食事ができるというような仕組み

になっております。 

  そして、この申請の方法ということですけれども、キャンペーンに参加できる飲食店

の条件といたしまして、グリーン・ゾーン認証を取得するということが原則でございま

す。その上で参加の申し込みをしていただきたいということですけれども、これが大変

難しいというお話ですけれども、既に商工会を通しまして、各地域の商工会の会員さん

ですとか、それ以外の飲食店の方にも、グリーン・ゾーンの申請の仕方、あとはＧｏＴ

ｏイートの登録の仕方について、説明させていただいております。今後もこういった説

明会を実施するとともに、ホームページも先日立ち上げて、かなりわかりやすい説明を

させていただいておりますので、多くの飲食店の皆様に申請をしていただきたいと思っ

ております。 

 

望月（勝）委員 今この山梨県で全国に先駆けて、グリーン・ゾーンの認証制度を仕掛けたところでご

ざいますけれども、このグリーン・ゾーンはお話がありました食事券、それも配慮する

というような、非常に効果的なものであるということでありますが、この今の説明に対

して紹介とかＰＲ活動とかやっているようですけど、もう少し回数をふやしながら、そ

れでまた飲食業の方々は、先ほど言いましたチェーン店のような大規模なところは若手

の経営者や職員が入っておりますけど、個人でやっているような認証制度がとれないよ

うな状況においても、どうしても認証制度がとれなくては、駄目だということでありま

すが、このグリーン・ゾーンの認証制度をとらない、そういう小規模な事業者が非常に

飲食業は今、山梨県では多いと思うんですよね。それで、もうお店を閉じちゃうとか事

業を閉めてしまうということがありますけれども、県ではその対応をどのように考えて

いるのか、お伺いしたいんですけど。 

 

一瀬産業労働部次長 小規模な飲食店に対してでございます。そもそも国の制度でございますけれども、

これは飲食業界のガイドラインというのがございまして、これは全国統一で要するに対

面の配席を避けるとか、席を離すとか、そういった基準が決められております。これを

守っていただいた上で、ＧｏＴｏイートに参加していただくというのは、これはチェー

ン店でも小規模な飲食店でも同じような基準になっております。一方、グリーン・ゾー

ン認証もやはりこの全国的な業界のガイドラインを参考につくっておりまして、内容は

ほぼ同一でございます。ですから、グリーン・ゾーンと業界のガイドラインはほぼ同一

のものと認識しておりまして、それでやはりグリーン・ゾーンも先ほど言ったことと重

なりますけれども、説明会ですとか、ホームページの中の詳しい説明、あとはＧｏＴｏ

イートキャンペーン山梨県事務局で電話相談もできますので、そういった形で申請を行

っていただきたいと思っております。 
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望月（勝）委員 特に飲食業の年配の方たちは、やはり今このネットを使うことができない方、またス

マートフォンもできない方、そういう人たちがいますので、そこをよく考慮していただ

いて、県でも説明会を各地域、商工会を通しながらでもいいですけど、チラシとかそう

いうもので徹底して、やはり細かな小まめな説明をしていかないと、せっかくのキャン

ペーンでございますから、そこをひとつ考えていただかなければと思うんですけれども、

その辺についてこの説明会とかチラシとか、そういうものも少しきめ細かなもの、計画

を持ってやっていくのか、お伺いします。 

 

一瀬産業労働部次長 説明会を今後各地域で何回か行わせていただきます。あと、チラシについても専

用のチラシがＧｏＴｏイート事務局、これに県は入っていないんですけれども、商工団

体とか民間の事業者さんでやっている事務局で発行して配布される予定です。あと、新

聞広告や、テレビＣＭ等での、これはキャンペーンの宣伝等を含めて、申請の仕方みた

いなことも、ホームページを中心に説明させていただきます。 

  重ねて、年配の方というお話ですけれども、紙ベースで申請書を書いていただいて、

それをお近くの商工会で受けて、それで商工会から事務局に流すというようなルートも

設定しておりますので、全て電子というわけではございませんので、紙ベースでできる

申請の仕方もございますので、申請を多くの飲食店からしていただくような用意はござ

います。 

 

望月（勝）委員 答弁をいただきまして、ありがとうございました。 

  このＧｏＴｏイート、また同じくＧｏＴｏキャンペーン、山梨県の認証制度を取り入

れて他県に先駆けてやっている事業でありますから、これが非常に効果的なものである

ということを、やはり他県を見てもそういう状況があれば、他県では静岡県なんかもそ

うですけど、これをまねしてやっているところが出てきているようですけど、やはり山

梨県はそういう状況の先進県でありますから、ぜひその効果が出るような、それでまた

事業者の皆さんが先ほど言いました特に高齢の方、そういう人たちがやはりこのキャン

ペーンに対して参加できるような体制をつくっていただければと思いますけれども、よ

ろしくお願いします。 

 

一瀬産業労働部次長 説明会やチラシとか、いろいろな手段とかで多くの人が参加できるような形にし

ていきたいと思っております。 
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主な質疑等 観光文化部関係 

 

※第８３号   令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中農政産業観光委員会関係の

もの、第２条繰越明許費の補正中農政産業観光委員会関係のもの及び第３条債務負担行

為の補正中農政産業観光委員会関係のもの 

 

質疑 

（百坂やまなし・ヒルクライムツーリズム推進事業費について） 

早川委員  （観）の４ページです。百坂やまなし・ヒルクライムツーリズムについて聞きたいん

ですけど、先週、私と委員長の地元の富士山で、富士山ヒルクライムがあったり、また

韮崎で甘利山ヒルクライムがあって、サイクリストに非常に注目されている地域という

ことで、私も何かできないかなと思っていた中で、こういう百坂ヒルクライムというお

もしろいアイデアが出てきて興味深いんですけど、これはルートの選定次第によっては、

おもしろくもなったり、いろいろ変わってくると思うんですけど、やはりこれを決める

場合は、行政主導ではなく、民間やプロとか、そういう精通した、例えばですが、今中

大介さんとか片山右京さんとかいると思うんですけど、そういった人たちのアイデアを

使って進めていくべきだと思うので、まず概略から教えてください。 

 

小泉観光振興課長 委員御指摘のとおり、県内には、自転車の大会が既に多く開かれておりますし、オ

リンピックのロードレースが開催されるということで、サイクリストの中では熱い視線

を浴びているところだと思うんですけれども、ただ、坂を走っていただければいいとい

うことではない。これはそのとおりだと思います。行政の目からしますと、どの坂も同

じように映るかもしれませんけれども、きちんとしたサイクリストの目からしますと、

斜度の急なものであったりとか、道幅であったり、安全性であったり、給水ポイントで

あったりとかいうところから、きちんと判断されるべきものと思っておりますので、こ

の事業のルート選定につきましても、県内の有名なサイクリストの方、または団体の方

等のお力をかりて、魅力的なルート選定ができればいいなと考えております。 

 

早川委員  東京オリンピックに選ばれた理由も、都内だと差がつかないので、坂があって、山梨

県が選ばれたというのがありますので、ぜひその辺、プロの目から選んでいただきたい

と思います。そこでもう一つ、坂でもオンロードだけじゃなくて、県内にマウンテンバ

イクでオフロードをやっているグループもあって、それぞれ各員交流もあるんですけれ

ども、そこも非常に頑張っているので、オンロードの坂だけじゃなくて、オフロードの

マウンテンバイクの坂も入れるべきと思っているんですけど、その辺のお考えはいかが

ですか。 

 

小泉観光振興課長 委員御指摘のとおり、１００ルートを選定しようと思っておりますので、その全て

をいわゆる舗装路、オンロードでとは考えておりません。いろいろな楽しみ方もあろう

かと思いますので、オンロード、オフロードあわせた形で、魅力あるロードの選定をし

たいと思っております。 
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  ただ、オフロードで問題になりますのは、やはり山の中を走るというようなこともご

ざいますので、山の管理とか、保全というところをきちんとクリアしたというところを

確認しながら、どのようなルート設定ができるのかということも、きちんと調べた上で、

慎重にルート設定をしてまいりたいと考えております。 

 

早川委員  おっしゃったように、逆に荒れた民有林とか、そういったところを、マウンテンバイ

クの人たちが、責任持って管理しようというのがあるので、林務とよく連携して、その

辺の選定をしていただきたいと思います。 

  今度は、それをどうやって生かすかですけど、１００もルートがあると、なかなかお

ぼつかないと思うんですよね。その反面、それをリピートに生かすという利点もあると

思うんですけど、１００個行かせたり、参加させるインセンティブというか、特徴につ

いて考えているんでしょうか。 

 

小泉観光振興課長 １００ございますので、全部いきなり達成するというのは、当然難しいことだと思

っておりますので、１０ルート、１０個の坂を征服された方には、例えば何か記念品。

また３０、５０というような形で段階を踏んで、その征服欲というか、制覇していこう

というモチベーションを保つ、または上げるような取り組みをしてまいりたいと考えて

おります。バッジを贈呈したり、サイクリストには達成すると、ジャージをというよう

な楽しみ方があると伺っておりますので、そのようなことを参考にさせていただきなが

ら、モチベーションの確保、向上に努めてまいりたいと思っております。 

 

早川委員  まさに、おっしゃったように、サイクリストにはツール・ド・フランスでジャージを

あげるというのがありましたよね。そういったことの工夫も。あともう一つ気になるの

はお金を落とすこと、ただ日帰りで自転車に来て、登って帰るだと、お金が落ちないと

思うんですね。以前、我々が視察に行った、しまなみ街道は、サイクルホテルがあった

り、サイクルトレインやサイクルバスがあって、連泊したり、お金が落ちる仕組みをつ

くっている。その辺を考えないと、ただ日帰りでは意味がないと思うんですけど、それ

について何かお考えはありますか。 

 

小泉観光振興課長 委員おっしゃられるとおり、登って帰るだけだと、一切地域にお金が落ちませんの

で、しまなみ街道ということですと、距離が長い分、１泊、２泊して距離を楽しむとい

うところもあろうかと思いますが、最初に委員のおっしゃられたとおり、幾つもあると

いうことで、きょうは２つ登って、１泊して、あしたは３つ登ってというような形で、

たくさんあるということを、１つの利点といたしまして、サイクリストの方が１泊２日

で土日をかけて、５個、６個の坂を登っていただけるということを考えてまいりたいと

思いますし、全力で走るサイトというサイトも、当課で持っておりますので、そこにサ

イクリストに優しい宿というような特集を組んで、宿を紹介させていただくことも行い

ながら、長く滞在していただいて、県内にお金を落としていただけるような仕組みづく

りも考えてまいりたいと思います。 
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早川委員  最後に１点だけ、まだ早いかもしれないですけど、海外に向けてヨーロッパでは盛ん

なスポーツはサッカーと自転車だと言われているように、必ずヨーロッパ、世界のサイ

クリストに刺さってくる事業だと思うんですよね。そこで、海外から来ると何泊も連泊

してくれるし、お金が落ちると思うので、そこに対する政策をしっかり考えてやってい

くべきだと思うんですけど、その辺について最後にお伺いします。 

 

小泉観光振興課長 インバウンド観光誘客ということに関しては、非常にすばらしいアイデアだと思い

ますので、早くルートを選定した上で、外国人の方にも刺さるようなルート選定をきち

んと行った上で、海外に向けての情報発信についても、努力してまいりたいと思います。 

 

       （やまなしグリーン・ゾーン構想推進事業費について） 

永井委員  幾つかお伺いしたいと思いますが、最初に（観）３ページのやまなしグリーン・ゾー

ン構想推進事業費ですけども、今回中規模以下ということで、対象がふえることによる

増額ということで、４億９,７５２万円が計上されておりますが、この金額で大体どれぐ

らいの数の増を見込んでいるのか、まずお伺いします。 

 

小泉観光振興課長 委員おっしゃられるとおり、今回中規模事業者まで、対象を拡大いたしまして支援

をしてまいりたいと考えておりまして、県内の中規模事業者は、平成２８年に行いまし

た経済センサスですと４,３７３事業者あると承知をしておりまして、このうちの約３

分の１、約１,５００事業者を対象として３０万円サポートするということでの予算計

上をさせていただいております。 

 

永井委員  最初に聞くのを忘れてしまいましたが、今現在、この３０万円を使っている企業とい

うのは、大体何社ぐらいあるんですか。 

 

小泉観光振興課長 ９月２８日現在になりますけれども、ホームページ等でも公表させていただいてお

りますが、２,２９１件の申請をいただいているところでございます。 

 

永井委員  約２,３００件に今からプラス１,５００件ということですが、ここまで２,２９１件

がこの３０万円を使ってきたという部分で、意外とやっぱり多いなという感じはするん

ですけれども、そうはいっても、この事業を小規模事業者のみのときでも知らないとい

う方がいて、今度は対象が４,３００何社に向けた周知ということが、やはり重要だと思

います。予算を多くここで用意をしてあるので、これを使ってもらわないといけないと

思うんですけども、この制度の周知については、どのように行うんでしょうか。 

 

小泉観光振興課長 周知といたしましては、観光文化部で行っております県内２０地域くらいで、おも

てなしの講習会を開いて、各旅館さんでコロナ禍におけるおもてなしの実践をしていた

だくという事業がございます。そこにチラシを配布させていただきまして、周知を図る

とともに、この議会で認められれば、新たに中規模事業者にも対象が広がるということ

になりましたら、改めて新聞広告を行う予定でおります。また、ホームページでも発信
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する予定でおりますので、そういった情報発信の拠点を使いながら広く周知を図ってま

いりたいと考えております。 

 

永井委員  わかりました。新聞広告はすごく有効的だと思いますが、先ほど言ったように、中規

模事業者となると、やはり数が相当ふえてくるので、商工会議所や、商工会との連携、

これは産業労働部との連携にもなると思うんですが、そういうところで私も会員になっ

ていますけれども、一定期間でチラシが入ってくるようなものがある。やはりそういう

ものも利用したらいいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

小泉観光振興課長 思い至らなかったところもございますが、そういうところもきちんと利用させてい

ただきながら、チラシ等できちんと周知をさせていただきたいと思っております。 

 

       （やまなし観光ＭａａＳ整備事業費について） 

永井委員  （観）の４ページのやまなし観光ＭａａＳ整備事業費についてお伺いするんですけれ

ども、ここの文章と御説明だけでは、ちょっとわかりづらいところがあるので、もう少

し突っ込んでお話を伺いたいと思います。この推進協議会を設置されるということが書

いてありますけれども、この中で当然そのＭａａＳをどういった形でやっていくかとい

うことが話し合われると思うんですが、委員は大体何名ぐらいで、どのような方がこの

推進協議会の委員になられるのか、お伺いします。 

 

小泉観光振興課長 推進協議会の人数については、詳しいところをまだはっきりさせておりませんけれ

ども、想定されるメンバーといたしましては、その推進母体になっていただく幹事団体

と県、また関連の市町村で、一番プレイヤーとして重要な１次交通を担っていただく県

外から運んでいただくバスやＪＲの方たち、また運んできていただいた方たちを実際に

観光地へ運んでいただくタクシーまたはバス等の方たち、そういう事業者に入っていた

だくとともに、観光ＭａａＳという形をとっておりますので、各地の観光事業者の代表

の方にもお入りいただきたいと考えております。 

 

永井委員  先ほど説明の中で、スマートフォンか何かで一元的に例えばＪＲの手配をして、その

先の交通機関の手配もできて、さらにそこの宿泊の手配もできるというような形だと思

いますが、今、幹事母体とあったんですけども、どこかの民間企業に委託をして、その

委託した企業がこのＭａａＳのシステム関係も一手にやるというようなイメージでよろ

しいでしょうか。 

 

小泉観光振興課長 そのとおりでございまして、全国各地で今ＭａａＳの実証実験を小さいエリアで取

り組みが行われております。そういう知見をためている企業もございますので、そうい

った企業に協力を仰ぎながら、効率的に行いたいということで、そういうところを中心

に委託をしたいと考えております。 

 

永井委員  この選定は、予算が通った後にやられるということですよね。こういう形で旅行が楽
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しめるというのは、すごくヨーロッパとか、そういうところではかなり進んで、いろい

ろとやられているということで、ニーズがあって、それで本県の観光振興は物すごくＭ

ａａＳの整備事業って重要だなと思うんですが、今から当然その協議会ができて走り始

めるんですけれども、大体いつごろまでに、今言ったように、これが終わったら協議会

が選定され、幹事母体が決まり、大体県としてはいつごろまでに一般の観光者に利用さ

れていく予定なのかというのを、大まかでもいいので、伺いたいと思います。 

 

小泉観光振興課長 この議会で予算が承認されましたら、速やかに一緒にやっていく企業を選定いたし

まして、推進協議会を立ち上げます。その後、実際に必要なシステムの開発であったり、

プラットフォームの構築等にある程度時間をかけまして、来年の秋ぐらいには実証実験

を行った上で、その実験結果を検証して、先ほど申し上げましたとおり、繰越明許費を

充てさせていただいておりますので、来年度までできますが、その来年度末までにはあ

る程度、このＭａａＳが前へ進められたらいいと考えております。 

 

永井委員  来年秋までに何とか実証実験にこぎつけて、来年度末までぐらいにいろんなめどをつ

けていただいて、本当にこのＭａａＳ事業、期待をしておりますので、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

       （屋外・自然で楽しむ家族向けアクティビティ開発支援事業費について） 

  最後に、もう一点だけ、（観）の５ページですけれども、屋外・自然で楽しむ家族向け

アクティビティ開発支援事業費というのがございます。先ほどの課長の説明だと、要は

新たな旅行スタイルに対応した誘客を促進するための取り組みを行うということなんで

すけれども、そこに屋外・自然で楽しむ家族向けのアクティビティや、ワーケーション

という言葉も出ていて、ここをもう少し詳しく具体的にどんなことをやるのか伺います。 

 

小泉観光振興課長 このコロナ禍のトレンドワードとしましては、この題字にもさせていただいており

ます屋外や自然がございます。本県では、こういったアウトドアでの楽しみ方というの

が、１つの大きな観光資源であると考えておりますので、それを題字につけて、外で遊

べる事業をうまくマッチさせてやりたいと考えています。ワーケーションということで

申し上げますと、例えば家族でお父さんとお母さんとお子さんが旅行したときに、お父

さんが午前中や日中に、ホテルで働かれている間、お子さんとお母さんがこういうアク

ティビティで楽しめることで、ワーケーションへ行くお父さんの心理的なストレスも減

って、家族で楽しみながらいけるというような形にもなろうかと思いますので、そうい

った使い方も想定をしながら、このアウトドアアクティビティを充実させてまいりたい

ということでネーミングさせていただいております。 

 

永井委員  ということは、結局屋外での整備をいろいろする中で、次のワーケーションの整備は

この次でということなんだけど、この事業に関していうと、例えばアウトドアを活用し

てキャンプ場でこんな楽しみ方がありますよというモデルのコースをつくるというイメ

ージで、こういうものがあるというのをつくった上で、それをプロモーションしていく

というようなイメージになるんでしょうか。 
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小泉観光振興課長 全国には、そういったコロナ禍にあって、外でのアクティビティを充実させて行う

というコンサルティングをやっている会社もございますので、そういった方たちの意見

も聞きながら、山梨県のそのアウトドアアクティビティであれば、どうやって応用でき

るかというようなことを商品としてつくり込んで、それをやっている方たちにお伝えし

て、商品づくりをした上で、それをまたプロモーションしていこうという事業でござい

ます。 

 

永井委員  これもどこかの専門の業者にこれが通ったら依頼をするということだと思うんですけ

れども、これをプロモーションに出す、これもまた今からになるかもしれないですけど、

２,７００万円って結構大きな金額がついているんですけど、その委託のお金が物すご

く大きいのか、それともプロモーションに物すごく力を入れようと思ってこの２,７０

０万円になっているのかわからないですけど、これはこの予算的な部分というのは、メ

ーンでかかるのは、やはりそのプロモーションじゃない、商品開発の部分に係る委託の

お金にこれぐらい結構お金がかかるということなんですか。 

 

小泉観光振興課長 この事業内容に書いてございます家族向けアクティビティ商品の開発支援、また次

のプロモーションというところで申し上げますと、開発支援につきましては、約５００

万を考えております。逆につくったものをきちんと消費者の方たち、旅行者、旅行を希

望している方たちに届けるプロモーションに２,０００万円ほどかけておりますので、

プロモーションのほうに力を入れているという形になります。 

 

永井委員  また前の質問と同じような形になるんですが、では、この部分、通ったらプロモーシ

ョンで特に力を入れていく。今これから冬になっていくので、多分アウトドアというと、

夏だと思うんですけど、今は冬でもキャンプをやる人はたくさんいるんですけど、また

さっきの質問と同じような形になりますが、いつごろ開発が終わって、いざ２,０００万

円使ったプロモーションというのは、大体いつごろになっていくのか、お答えください。 

 

小泉観光振興課長 屋外ということもございますので、ちょっと冬場の時期はなかなか難しいこともあ

ろうかと思いますけれども、年明け、暖かくなるまでにはいろんな仕込みをしたり、勉

強会をするなどして、商品としてラインナップした上で、春先から夏にかけてきちんと

プロモーションできるようにしてまいりたいと考えております。 

 

永井委員  この夏、私も家族でキャンプに目覚めまして、いろいろとキャンプに伺いましたので、

物すごくこのコロナ禍にあっても、アウトドアだから周りも安全という意識があるのか

どうかわからないですけど、物すごい人で、県内ナンバーもちらほら、私たちも含めて

いるんですが、ほとんど県外ナンバーの方たちで、実は今テントのキャンプの予約サイ

トを見ても、１０月の土日は河口湖方面や、郡内地域はほとんど埋まっているというよ

うな状況で、相当ニーズもあると思います。 

  よく見てみると平日も実はサイトがいっぱいになっているというところもあって、大
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体そういうのをよく見てみると、電源があるサイトがあるんですが、そういうサイトが

はやり多い。ということは、今課長がおっしゃられたとおり、この事業がうまく回って、

うまくかみ合えば、都内でまだ来たいと思っている人たちがたくさんいるので、そうい

う人たちの需要を十分掘り起こせますし、また観光客をふやすという部分に、物すごく

寄与すると思いますので、この２,０００万円のプロモーションに力を入れていただい

て、非常にいいことだと思いますので、冬の時期、じっくり検討をして、春のキャンパ

ーたちの需要に間に合う形の中で、ぜひ進めていっていただきたいと思います。 

 

小泉観光振興課長 キャンプ場での過ごし方、キャンプサイトだけではなく、こういった形で新たに山

梨県の中でこうやってまだ遊べますよという御提案ができれば、なお、キャンプをやり

たいと、山梨に来たいという方もふえると思いますので、きちんとつくって、つくり上

げたものは観光客の方たちにお届けして、魅力を発信していきたいと思います。 

 

       （美術館等を中核とした文化クラスター推進事業費について） 

桐原副委員長  （観）の１０、文化観光推進事業費５,０７０万円余、これは８月１３日の地元の新聞

に、県立美術館や北杜の文化施設でつくる協議会が、美術館を拠点に誘客を進めるため、

５月に施行した文化観光推進法に基づき、「山梨県文化観光推進地域計画」を策定して、

国に認定されたという記事がありました。全国で山梨を除くと９カ所が認定ということ

で、これはすごく努力をされたんだなと思うんですけど、この山梨の自然、観光の新た

な切り口として観光振興や、また文化財の保護に活用されることをすごく期待をするん

ですけど、この「山梨県文化観光推進地域計画」について、説明をいただきたいです。 

 

河野文化振興・文化財課長 まず、文化観光推進法に基づきます事業計画につきましては、幅広い来訪

者に文化資源の魅力をわかりやすく紹介する美術館などの機能強化を図る、そういう拠

点計画と、自治体が地域関係者と協議会を組織いたしまして、複数の美術館等を拠点施

設として機能強化を行いながら、地域と連携をして文化観光の推進に取り組むという、

こういう地域計画の２つがございます。 

  本県は地域計画として策定しておりまして、５年という計画期間の中で４つの個性的

な施設を文化観光施設として位置づけております。 

  峡中地域におきましては、山梨県立美術館を、峡北地域では、平山郁夫シルクロード

美術館、そして中村キース・ヘリング美術館、清春芸術村でございます。 

  こうした個性的な美術館を拠点として、本県の強みである豊な自然や食分野の資源と

結びつけ、文化、自然、食を総合的に体感できる文化観光の体験プログラム、また作品

鑑賞プログラムを開発し、付加価値の高い新たな文化観光モデルをつくりまして、地域

の皆様とともに、活性化につなげてまいりたいと考えております。 

 

桐原副委員長  峡中、峡北地域にある４つの美術館を拠点として、文化観光を進めていくということ

を説明いただいたんですが、具体的にどのように取り組みを行っていくのか。また今回

予算計上しているこの５,０７０万円を、どんな使い方をしていくのか、この点について

もう少し詳しくお伺いいたします。 
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河野文化振興・文化財課長 具体的な事業を御説明をさせていただきます。 

  事業といたしましては、計画に４つの主な取り組みとして位置づけさせていただいて

おります、文化観光拠点施設自体の魅力の増進、文化、自然、食という本県の強みを生

かし結びつけて連携をしていく。更に、交通アクセスなど来館者の利便性の向上、そし

て国内外への情報発信力の強化、こういう４つの取り組みを柱として、計画をつくって

いるところでございます。 

  その中で、本年度事業といたしましては、作家や作品にまつわるストーリーをわかり

やすく体感できるよう、高精細画像や映像、アニメーションなど、多様な鑑賞プログラ

ムをつくりまして、作品の紹介をさせていただきたいと思っています。 

  また、交通アクセスなど、利便性向上の取り組みといたしましては、駅や宿泊施設な

どを拠点といたしまして、電動マウンテンバイクのレンタサイクルを試験的に導入いた

しまして、本年度、その利用者ニーズを把握したいと考えております。 

  また、現代アートが地域社会とのコミュニケーションを通じて、そこに内在する問題

を作品として表現する芸術ジャンルであるということに着目をいたしまして、複数の現

代アート作家が県立美術館や地域で創作、発表を行うことで、山梨や地域の魅力を発掘、

発信するという事業も行ってまいります。 

  この取り組みを通じまして、美術館と地域の新たな関係性も育んでいきたいと考えて

おります。 

 

桐原副委員長  県立美術館はすばらしい施設ですから、全国的にも知名度をさらに高く、また、季節

関係なくできる、誘客できる強い施設だというふうに思っていますので、さらに力を入

れて取り組んでいただきたいと思います。 

  また、今回は峡中、峡北であるというんですけど、また他の地域でもこのような計画

が、取り組みができないかということについても、ぜひ研究、また検討していただいて、

他の地域にもこれを広めていっていただきたいと思うんですけど、この点について再度

お伺いをいたします。 

 

河野文化振興・文化財課長 本県は、県内全域に多くの文化財等が分布する文化資源の宝庫であると考

えております。また、こうした文化資源を紹介する美術館や博物館、これも数多く存在

していると承知しております。まず、峡中エリア、峡北エリアの２地域で実施をいたし

ますけれども、これらの地域の取り組みをモデルといたしまして、今後県内全域に波及

させていきたいと考えております。 

 

       （やまなし歴史の道ツーリズム推進事業費について） 

土橋委員  ６ページですね。やまなし歴史の道ツーリズム推進事業費７,３８９万６,０００円と

出ていますけど、実は去年の代表質問のときに、お遍路さんへ回ってきた人を、ちょっ

と調べて四国の経済効果、そういう金額も調べたりして代表質問でさせてもらったこと

があるんだけど、その行ってきた人が、もうほんとにつえは１０センチくらい短くなっ

ちゃうし、手で持つところはこんなになるんだよという、その説明を聞きながら、山梨
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に１０８霊場あると、四国よりはるかに多く、それも春夏秋冬、桜の時期、アジサイの

時期だとかいろんな、それに武田信玄にまつわる神社等がいろいろあるから、これを大

都市東京のすぐ隣にいるのに、今回の連休はこれだけ回った、これだけ回ったといいな

がら、山梨へ来てもらってる、そういう趣味の人がいっぱいいるから、経済効果も考え

て、やるべきじゃないかという代表質問をさせてもらいました。 

  当時の仲田部長にも、ぜひちょっと話を聞いてくれということで、四国へ行って帰っ

てきた人の話も一緒に連れていって聞いたりしてやるべきだよねという話をしたんです

けど、あのままになっちゃうのかなと思っていたけど、それに近づいたものなのかどう

かということを、７,３００万円もとってありますから、教えてください。 

 

三井観光資源課長 この歴史の道につきましては、昭和５０年代に県のほうで調査をさせていただきま

した。２１の古道と１つの隧道ということでございまして、その街道沿いにはさまざま

な神社仏閣等がございます。そういったものを活用して、またつなげてそれで歴史の道

ということで活用していきたいなという事業でございまして、まさに先ほど委員が御提

案していただきました神社仏閣を活用するものでございます。 

 

土橋委員  そのときに話したんですけど、今はやっているのが御朱印帳みたいなこと。ただ、行

くところには大低、御朱印帳を押すところがあったり押してもらえるようなパターンを

お願いしながらやったらどうだというような、そんな話も出まして、ぜひ山梨に観光に

といっても、みんな富士山ってわかっていることだし、例えば日蓮宗の総本山になりま

すけど、身延山があったり、そういうところもあるわけですから、もっともっと県外に

発表して広げる手段を考えていただきたいと。それの一部がこれなのかなと思うんです

けど、そういうところからでもスタートしてくれれば、こんなところがあるということ

をわかってくれます。山梨県内にいっぱいすばらしいところがありますから、ぜひちょ

っと予算がかかっても写真集でもつくってもらうとか、ルートとか、そういうものをつ

くってもらって、山梨の観光の推進になればと思いますから、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

       （県内観光産業反転攻勢支援事業費について） 

小越委員  （観）の２ページ観光促進指導費、県内観光産業反転攻勢支援事業費についてお伺い

します。 

  ここの事業内容で、宿泊事業者等に対し、一泊当たり最大５,０００円と書いてあるん

です。先日報道にもありました観光業者の皆さん、永井議員も同席されておりましたけ

ども、６月補正で出されたこの同じ事業に、観光業者がタッチするのが入っていなかっ

たということで、知事がそこは落としていたということで、宿泊業者だけじゃなくて、

観光事業者にも広げるという報道があったと思うんですけども、今回の補正予算に、わ

ざわざ宿泊事業者等にと書いてあるということは、まだ今度の補正予算には、その観光

事業者は入っていないという意味ですか。どうなっているんですか。 

 

村松観光文化政策課長 ６月補正の記載につきましては、まだ、上乗せとかインセンティブについてど
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のように連携ができるかということがはっきりわかっていなかったので、広い意味で旅

行事業者等という記載をさせていただきました。ただ、その後、山梨県としての５,００

０円の上乗せはどのような形がいいかという検討をする中で、グリーン・ゾーン認証施

設に特化した５,０００円の上乗せということがはっきりしましたので、そこについて

は宿泊事業者等ということに、今回ははっきりしているので、そのような書き方にさせ

ていただきました。 

  この「等」についてですが、結果的に前のスキームだと旅行する人が直販というか、

施設に直接予約をしなければならない。あるいは施設が指定したＯＴＡを使わなければ

ならないということで、限定されてしまって、それじゃグリーン・ゾーンを取るために、

一回旅行代理店を通して予約したものを取り消すようなことが発生してしまったという

ことで、それは県としてもあってはならないことだということで、今回については山梨

県内に本店・支店のある旅行事業者も代理店として参加できるということにしましたの

で、そういう意味も込めまして、宿泊事業者等という記載にかえさせていただきました。 

 

小越委員  ということは、この「等」の中に観光事業者の方が入っているという理解でよろしい

ですよね。 

 

村松観光文化政策課長 繰り返しになりますが、山梨県内に本・支店のある旅行代理店も入っていると

いうことでございます。 

 

小越委員  そもそも６月議会の補正予算の説明では、この「等」というところに、販売した旅行

事業者等に対し、１人・泊当たり最大５,０００円、これは普通に読めば販売した旅行事

業者等は観光事業者ですよね。ホテルじゃなくて、普通その「等」の前が主になるので、

販売した旅行事業者等に６月議会でそういうふうに説明されているわけですよ、私たち

に対しては。私もそう理解していました。そうしたら、ふたを明けたらホテルしか使え

なかったということになって、業者の皆さんがおかしいじゃないかと言ったんですよね。 

  であれば、今まで旅行業者の皆さんが損失してしまったと、売り損なったということ

を含めて、今回の補正予算でそこに補塡するようにしないと、６月の議会のこの説明書

が違ってくるんじゃないですか。 

 

村松観光文化政策課長 ６月議会の課別説明書の御説明とか記載については、幅広くということで書か

せていただきまして、それで誤解が生じたということであれば、それは申しわけないと

は思っております。その補塡ということですが、損をしたというよりも、本来得られる

べき利益が、逸失利益というか、それがなくなってしまったということですので、それ

について新たに損をしたから、その分を補塡するということは考えておりません。 

 

小越委員  そもそも６月議会の説明が違っていたということで、そこは訂正していただきたいと

思いますし、旅行業者の皆さんもそれに期待をしていたのに、そんなことになってしま

ったので、その分はそれなりの、違約金とまでは言いませんけども、それなりの補償を

出すって、当然だと私は思います。 
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       （高付加価値日帰り団体旅行誘致促進事業費について） 

  次に、（観）の３ページ、ツアー造成促進事業費、高付加価値日帰り団体旅行ですけど、

これは具体的に誰が誰にお金を出すのか、どのくらい補助があるのか、少し説明をお願

いします。 

 

小泉観光振興課長 これは県内のグリーン・ゾーン認証を取得した飲食店を利用してもらう団体旅行を

つくっていただいた業者の方に県が５万円、１団体旅行ごとにお支払いさせていただく

もので、この団体旅行というものは、３つ要件がございまして、１つは１５人以上であ

ること。もう一つはグリーン・ゾーン認証の施設を使っていただくこと。また１人当た

り１万５,０００円以上の旅行商品であること、この３つでございます。 

 

小越委員  これは、県内旅行ということでいいんですよね。県内の旅行なのか、県外からでもい

いのか。 

 

小泉観光振興課長 県内外、どちらからお見えになっていただいても結構でございます。県内を周遊し

ていただく団体旅行という日帰りの団体旅行ということですので、県内の旅行社が県内

の方たちを周遊観光にいざなっていただいても結構ですし、県外の旅行社の方が県外の

方を山梨県にお連れいただいても構いません。 

 

小越委員  たしか６月補正のときに、日帰りではなく宿泊の同じような商品があったと思うんで

す。それはたしか８人とかの規模だったんですけど、今回１５人といいますと、例えば

東京から来る１５人の団体といいますと、車でいくと２台じゃ無理で３台とか、４台と

か。バスとなりますと、１５人の団体というのは、かなり大きいというか、バスでも密

を避けることになりますと大型バスとなりますと、なかなか１５人集まるのかというの

で、もう少し１５人じゃなくて、この前の６月補正のときの８人とか１０人に縮小した

ほうが、商品的には人が集まりやすいんじゃないかという声もあるんですが、いかがで

すか。 

 

小泉観光振興課長 ６月補正のときに上げさせていただきました団体旅行、これは宿泊に限るものでご

ざいますけれども、県外からの誘客、宿泊の県内外の方たちについては２０名以上とさ

せていただいております。県内旅行につきましては８名ということでやらせていただい

ておりましたけれども、このコロナ禍にあって、２０名というのは、団体旅行として大

きいというような業界からの声もありまして、今回のこの予算案をつくるに当たりまし

ては、２０名ではなく１５名と、６月補正のときより規模は小さくしております。ある

程度の規模がないと団体旅行と呼べないというところで確認をいたしましたら、今コロ

ナ禍にあっては、団体旅行は１５名からだと伺いましたものですから、１５名と設定さ

せていただいております。 

 

小越委員  そのところはちょっと臨機応変にしていただきまして、１５人じゃなくて８人がいい

のか１０人がいいのかを含めて、団体で動くって、今だんだん難しくなってきています
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し、それで商品が集まらないこともありますので、その点は８人、１０人も含めて臨機

応変にこれからのことですけども、考えていただきたいと思います。 

 

小泉観光振興課長 小越委員からいただきましたアイデア、きちんと受けとめまして、また業界の方と

も話をしながら、県内と県内の団体というものがどういうものであるべきかということ

を検討して、実際の事業を進めさせていただきたいと思います。 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決するべきものと決定した。 

※所管事項 

質疑 

（山岳観光や富士山について） 

早川委員  山岳観光とか富士山について何点か聞きたいと思います。 

  本県は、南アルプスとか富士山を抱えて山岳県や山岳観光に非常にウエートを置くべ

き県で、コロナの影響があったということで、６月の議会で登山道とか山を点検するパ

トロールの人たちを助ける事業と、もう一個はグリーン・ゾーン認証の構想の中で、山

小屋に対して非常に大きい補助金があったと思うんですけど、まずはその事業の活用状

況についてお伺いします。 

 

三井観光資源課長 まず、登山道点検パトロール実施事業についてお答えをさせていただきます。 

  委員御指摘のとおり、このコロナ禍で山小屋または山岳ガイドの方々の収入が非常に

落ちてしまったということ、また、やはり山に入る人たちが少なくなったとことで、登

山道の状況がわからないため、立ち上げた事業でございます。 

  それで、山梨百名山をパトロールするということでありますが、現時点で７７の山に

おきまして、パトロールを実施しております。残り２３につきましても、現在山岳関係

の方々と交渉を進めており、できる限り全てをやりたいと考えております。 

  続きまして、山小屋施設支援事業費補助金でございます。こちらにつきましては、現

在本県には、民間の山小屋が５０件ございます。それで今現在でございますが、まだ申

請書自体を受理したものは１件でございますけれども、相談については１１件来ており

ます。現在は、どういった改修がいいのかということを中心に相談を受けているところ

でございます。 

 

早川委員  ２番目の山小屋の補助金が問題だと思っていて、山岳県で１件受理して、１,０００万

円ぐらいずつもらえるやつで、このままの状況だとして来年山を開けられるのか非常に

不安で、私も富士山の山小屋の人たちを集めて説明をしたんですけど、実際、富士山の

山小屋でまだ申請がない状態ですよね。普通はクローズしているこの期間にやらなきゃ
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いけないのに、申請がないということだと、来年もこのままじゃ不安に思うんですけど、

せっかく３００万円と１,０００万円があるじゃないですか。これはもう一回強力にや

らないと、このままだと山は開かないということになっちゃうと思うんですが、その辺、

もう一回アピールをしてほしいんですけど、いかがでしょうか。 

 

三井観光資源課長 ありがとうございます。 

  現在、富士山につきましては、２０件の山小屋等がございますけれども、そのうち７

件から相談を受けている状況でございます。この事業につきましては、繰越明許も御承

認いただいて、来年度に向けてもまだ使えるものですから、委員がおっしゃったとおり、

もう一度山小屋の関係者の皆様に通知等で、この補助金の活用をということでＰＲをし

ていきたいと考えております。 

 

早川委員  その山小屋に対する対策だけじゃなくて、山岳観光全体に関して影響を受けていると

思うんですよ。そこに通年は安全登山とかハード面の安全を宣伝していたんですけど、

来年は、ソフト面の感染症対策という部分を安全な登山道と安全な施設というふうにし

ないといけないと思うんですけど、山岳観光自体についてもう一度どのように観光を復

活させようと考えているか、お伺いします。 

 

三井観光資源課長 このコロナ禍におきまして、非常に大打撃を受けてしまったわけでございます。委

員がおっしゃるとおり、ハード面、また山小屋等のこの改修費等を使った安全面の改善

といったことを進めてまいりたいと思います。あとは現在県では、このウイズコロナの

中で山に入るときに、どういったことが必要なのかという５つのルールを作成しており

まして、ホームページだけではなくて、首都圏の山岳関係も含めまして、広く周知を図

っているところでございます。 

  また、アフターコロナになりますと、多くの方が本県を訪れていただけることが予想

されますので、それに向けて今回のパトロール事業もそうですけれども、登山道の安全

面の向上と、安全に登山をしていただくという意識啓発というところも、さまざまなメ

ディア等を使って、今は山岳関係の雑誌とか、また番組等にも出演をさせていただきま

して、そういったところで安全登山のＰＲもしております。 

  このようなことで、本県は安全に登山ができる場所であるということの意識づけに力

を入れていきたいと考えております。 

 

早川委員  全体的な山岳観光じゃなくて、富士山についてちょっと視点が違うんですけど、こと

し山梨にあって、例年通常は１,０００円ずつ大体１億円弱ぐらい保全協力金があって、

それで非常に大切な事業をやっていたと思うんですが、ことしはそれがなかったわけで、

関係者が心配しているのは、それをどうするんだと。来年危ないままじゃ開けられない

というところがあるんですけど、これは少しやったと聞いているんですけど、大体どの

くらいの予算で、どこをやったとか、もし答えられるようならお願いします。 

 

信田世界遺産富士山課長 富士山におきましては、富士山保全協力金と申しまして、登山者等を対象に
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１人１,０００円寄附をいただいているということでございます。本年度はこの協力金

を財源といたしまして、臨時トイレの設置ですとか救護所、それから５合目インフォメ

ーションセンター等の施設の運営、それから下山道の維持管理ほか１３項目に及ぶ事業

実施を予定しておりましたが、協力金の徴収ができないということから、今年度は一般

財源を用いまして、最低限必要な事業に絞ってやっていこうということで方針を定めて

おります。 

  具体的には、５合目の来訪者に登山できないことを、しっかり伝えるために５合目の

インフォメーションセンターの運営は行いました。あわせて、下山道でございますけれ

ども、１年間ほったらかしにしておきますと非常に崩落だとか損傷する箇所が拡大しま

して、結果として修繕費用が拡大してしまうということがございますので、そちらにつ

きましては、最低限の維持管理を行ったということでございます。 

  費用の部分でございますが、５合目のインフォメーションセンターについては、当初

１,４００万円程度予算を予定しておりましたけれども、それを８００万円程度、それか

ら下山道につきましては１,５００万円程度の予算を予定しておりましたけれども、７

００万円程度の執行になる見込みでございます。 

 

早川委員  財源がない中で大変ですけど、富士山の観光って山梨県の観光全体に非常に影響があ

るので、しっかりやってほしいと思うんですけど、そこで、来年の富士登山です。コロ

ナで新しい富士登山ということだと思うんですけど、静岡では９月に、もう来年に向け

て開けるのか開けないとか、山小屋のマニュアルとか登山の新ルールとか、ガイドライ

ンをちゃんとつくろうという動きがあったと思うんですけど、山梨県はどのような動き

なのか、お願いします。 

 

信田世界遺産富士山課長 山梨県におきましても、６月補正で山小屋施設支援事業費が成立しましたの

で、その執行をしっかり活用していただきたいという趣旨も込めまして、７月２８日で

ございますが、山梨大学の医師で８合目の救護所で夏山期間にボランティアで来ていた

だいている先生を講師にお招きしまして、コロナウイルスがどんなものなのかというこ

とですとか、感染防止するために山小屋としてこういった対策が必要じゃないかという、

研修会を行っていただきました。その研修会を受けて、山小屋の来夏に向けての感染防

止対策というもので、ガイドラインをつくるということについて、山小屋の皆様に県と

しても支援していきますので、どうでしょうかというような投げかけをさせていただい

て、今話をしている状況でございます。 

  あわせて、補助金もしっかり活用していただけるとありがたいというお話もさせてい

ただいております。 

  また、７月下旬から８月上旬にかけまして、全ての登山道の１６軒の山小屋を一軒一

軒全部訪問させていただいて、換気の状況はどうだとかということで、ちょっと相談を

させていただいたり、８月の下旬に、もう一度打ち合わせをするという形で、地元の皆

様と来年の開山に向けてしっかりやっていこうということで取り組んでおります。 

 

早川委員  やっているということで、ただ遠い人たちはなかなか知らない。それと常々思ってい
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るんですけど、海外の人でも、日本人でも富士山は山梨とか静岡とかわからないので、

そういうルールづくりも、予算が違うとはいえ、静岡と連携しないと、最後にいってす

り合わせが難しいんで、ぜひ静岡とそういう開山をするルールとかについて、今後は連

携しないとずれていっちゃうと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。 

 

信田世界遺産富士山課長 委員御指摘のとおり、富士山は１つの山でございまして、山梨・静岡という

ことは、登山者にとって余り関係ない話でございますので、両県でガイドラインの内容

については、しっかりすり合わせをして、違いがないようにしていくため、静岡県と意

見調整しているところでございます。 

 

早川委員  それから、ガイドラインをつくるときに、どうしても行政主導っていう感じじゃなく

て、山小屋とか登山者も民間人なので、もちろん県が調整するんですけど、やはり内発

的というか、自発的なルールづくりにもっていかないと、どうしても県に言われたとか、

そういうふうになっちゃうので、ぜひその辺は進めていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 

信田世界遺産富士山課長 やはり感染症対策というものは、事業者の皆さんがしっかり主体的に御自身

の問題として取り組むべきことで、行政ができることは非常に限界があると思っており

ますので、皆様方がこのコロナウイルスにしっかり対応しないと、来年の開山が難しい

というところについて、しっかり意識を持っていただけているように働きかけていって、

自主的にそういった取り組みが広がっていくということを目指していきたいと思います。 

 

早川委員  最後ですが、ぜひ富士山の登山者をコロナ前に戻すということじゃなくて、ＳＤＧｓ

でも世界遺産はあるということなので、付加価値をつけた登山に戻すということが大切

で、そうやって戻したことが、山梨県内全体の観光にひもづくように、ぜひ富士山を活

用して観光振興全体を考えていただきたいと思うんですけど、部長、最後に一言よろし

くお願いします。 

 

中澤観光文化部長 まさしく今、本県が目指す方向というのは、当然コロナ前に観光が戻るというふう

には、なかなかいかないだろうと思っておりますので、きちんと高付加価値をつけて、

山梨県を訪れるということの中で、ほかの県よりも皆さんに楽しんでいただく、よかっ

たねと思っていただくような観光にしていかなければならないと考えております。その

１つとして、今まで、こんな言い方をしては失礼ですけど、薄利多売で大勢の人たちだ

けを呼んでいればいいというような観光から、少なくても多く消費をしてもらえるよう

な形で楽しんでいただけるような観光にしていこうということで、今回もいろいろな事

業を打っております。これは全て高付加価値につながるものにしていくように観光部一

丸となって、それから行政の皆さん方から現場の皆さん方の声をしっかり受けとめなが

ら進めていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

       （無尽でお助け「めざせ！みんなで１００億円」キャンペーン事業費について） 
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桐原副委員長  無尽でお助けの件でお伺いをいたします。 

  ホームページを見ますと、およそ１億２,０００万円で、私は一定の効果があったと思

っているんですけど、これが１０月１２日、ＧｏＴｏイートが始まるに当たって、受け

付けを終了すると載っています。そこで１点、そのグリーン認証を受けなければＧｏＴ

ｏイートの券が使えないというときに、今その認証待ちといいますか、一件一件確認を

とってということで、申請がかなり出ていると思うんですけど、今たまっている分が１

０月１２日で全部認定できるのかなという中で、このお助けをやめるのかなと、私は勝

手に推測するんですけど、その点について教えてください。 

 

小泉観光振興課長 ５月から行っておりました、「無尽でお助けめざせ！みんなで１００億円」キャン

ペーンにつきましては、委員がおっしゃられましたとおり、この１０月１２日、ＧｏＴ

ｏイートが始まる日の正午をもちまして、新たな登録を締め切るという形で対応させて

いただきたいと思っております。始まりますＧｏＴｏイートですけれども、これは県で

やっていないんですけれども、グリーン・ゾーン認証を取得したところ、または申請を

したところなどとなっておりますので、申請をしていただいたところは対象になってく

るのかなと思っています。一方、終わってしまうこの無尽でお助け「めざせ！みんなで

１００億円」キャンペーンでございますけれども、始まりましたのが５月２２日からで、

そのときはグリーン・ゾーン構想自体がなかったわけでございます。その後、さまざま

な形で県がグリーン・ゾーン認証というものを掲げて行っておりますので、県内一丸と

なって、きちんと飲食店を支援しましょうというところで始めさせていただいた事業で、

開始時はきちんとした効果はあったと思っております。 

  今後、行う事業につきましては、グリーン・ゾーンを中心に行われていくものと認識

しておりますので、ここで役割を終えるという形で終了させていただきます。 

 

桐原副委員長  今の答弁はわかりました。ただ、そのグリーン・ゾーン認証を申請しているところも

ＧｏＴｏイートの対象になるということが多分飲食店はわかっていない。私の住んでい

る地域では、無尽でお助け１０％なので、全体の中の甲州市の占める割合は物すごく大

きいと思うんですけど、そのときに今申請を出しているけど、通らなくてＧｏＴｏイー

トになっちゃってというその混乱といいますか、ぜひそこの周知をしっかりしていただ

いて、混乱のないようにしていただきたいと思っています。きょうが９月３０日で、１

０月１２日にスタートというと、もう２週間を切っているわけですよね。そんな中で、

かなり短い中で切りかえることが、実際に混乱なくできるのかすごく不安に思っており

ます。私も今御説明いただいたので、しっかり伝えますけど、なかなか難しいのかなと

思いますが、これについて再度お尋ねをいたします。 

 

小泉観光振興課長 ＧｏＴｏイートの対象施設がどういうものなのかという周知につきましては、Ｇｏ

Ｔｏイート事務局で、きちんと周知をしてもらうように、委員からそのようなお言葉が

あったという話をお伝えさせていただきたいと思います。終わってしまう無尽のほうに

つきましては、新たにクーポンの発行はいたしませんけれども、引き続き、１２日まで

に出していただいたクーポンがきちんと使えること。また、お店で使っていただきまし
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たクーポン券につきましては、当初の予定どおり来年２月末まで換金の手続をとります

事務局もございますので、きちんと周知させていただきたいと考えております。 

 

桐原副委員長  最後にします。今ＧｏＴｏイートの事務局が違うからということで、縦割りで違うの

は十分わかるんですけど、ぜひこういう意見が委員会の中で出て、不安に思っている声

があるんだということを、しっかりそのＧｏＴｏイートの事務局に伝えていただいて、

この混乱がないように短期間でもやると決めたから、私が延ばしてくれと、どんなに言

っても多分延びないと思うので、この混乱をいかに少なくするかということに、しっか

り努力していただきたいんですけど、大変申しわけありません、部長、答弁をお願いい

たします。 

 

中澤観光文化部長 ＧｏＴｏイートのほうは、産業労働部、私と同じ中澤というのが所管部長でござい

ますので、彼のほうにもしっかり伝えまして、もう本当に我々県職員ですら今やってい

るＧｏＴｏイートとかＧｏＴｏイベントとかＧｏＴｏ商店街とか、いろんなものが今動

き出しますので、我々も非常に今混乱しているところもありますので、当然県民の皆さ

ん方、より一層大変だと思いますので、そこはきっちり皆さん方に周知ができるように、

県庁全体で取り組めるように私からもしっかり伝えていきたいと思います。ありがとう

ございます。 

 

       （ＧｏＴｏトラベルについて） 

小越委員  ２点ほどお伺いします。 

  ＧｏＴｏ関係ですけども、大体出そろいまして、この間、５,０００円の補助も出して

いるんですけど、ＧｏＴｏトラベルの山梨県のこれまでの実績、テレビや新聞報道によ

りますと、高級旅館にいっぱい行って、そうじゃないところは少ないという話があるん

ですけど、山梨県の実績はどのくらいなのか、報告があるでしょうか。 

 

村松観光文化政策課長 ＧｏＴｏトラベルのほうは、国の事業ということで、具体的に何件という実績

は、県ではちょっと把握することはできません。ただ、旅連幹部の方々の話を聞くと、

やはり高級なところから、ＧｏＴｏトラベルの割引でお得感が高いところから埋まって

しまうということで、なかなか単価の安いようなところは苦戦しているというお話は伺

っております。 

 

小越委員  消費者からすると、やはりお得感があるところで、高級なところから埋まっていく。

そしてその高級旅館とかは、それを見越して先のほうまで取っておこうというのもある

かと思うんですけども、中小の旅館、ホテルですよね。このコロナのときに経済政策が

効きますので、中小の旅館にどのように反映させるかというのを、やはり山梨県も考え

ないと、せっかくやったけれども、大手のところだけもうかったということだと、本末

転倒になるかと思うんです。 

  あさってから始まる地域クーポンで完了すると思うんですけど、地域クーポンはホテ

ルとか、旅行会社にちゃんと届いているんでしょうか。 
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村松観光文化政策課長 大変申しわけございませんが、その地域クーポンのことについても、国の事業

ということで、今実際にどういうふうに動いているかというところは、事務局がやはり

国ということで、具体的に今こんな状況ですというような、詳細についてはちょっとお

答えすることができません。 

 

小越委員  それはそうなんだけど、山梨県の観光業者をどうするかという立場でいけば、どのく

らいＧｏＴｏトラベルに来ているのか、どのくらいよそより少なかったのか、どういっ

た手を打てばいいかというのは、やはり実態をつかまないと、国のことでございますか

ら知りませんじゃなくて、山梨県の観光行政をどうするかとなったら、このＧｏＴｏト

ラベルで直近、１１月とかでも予約を含めてどうなっているのか、ちゃんと実態調査な

り、アンケートなり、声を聞かないと、次のところに進まないと思うんですよね。いか

がですか。 

 

村松観光文化政策課長 ＧｏＴｏトラベルのクーポンについては今から始まるということですけれど

も、トラベルのことにつきましても、７月２２日から始まったというところで、県とい

たしましても、状況はどうなのかというところ、可能な限り把握して今後につなげてま

いりたいと考えております。 

 

小越委員  ぜひ例えば１０月末とか１１月とか、これから忘年会があったりしますけど、それも

決まっているのはＧｏＴｏトラベルもずっと２年、３年やっているわけじゃないので、

どこか決めて、どこまでやっているのか、次にどうやって手を打ったらいいのか。山梨

県は観光県ですけど、これじゃとても困ると。神奈川や静岡と比べどうか等を含めて、

やはり実態把握をしないと、次の手が打てないと思います。ぜひそれをやって報告いた

だきたいと思います。 

       （埋蔵文化財の調査及び文化財の保護継承について） 

  次に、もう一点だけ、山梨県市長会から県の政策提案に関する要望の中に、埋蔵文化

財の調査及び文化財の保護継承について、市長会から共通の要望書が出てまいりました。

埋蔵文化財の負担の問題です。埋蔵文化財は、本来そこに持っている方々じゃなくて、

そこの埋蔵していることを確認して、そしてそれが貴重なものかどうか試掘をして確認

しない限りわからないので、基本的には開発すれば必ず埋蔵文化財を発掘しなければな

らなくなるんですよね。 

  だけど、この要望書によりますと、１つ目は、各種開発行為に係る事業の文化財につ

いて、県事業に伴う埋蔵文化財調査については、事業規模の大小にかかわらず、本来工

事主体である県が調査すること、これは県の事業についても、市町村にお金を負担させ

ているということでしょうか。本来県の事業であれば、県が全額埋蔵文化財の発掘調査

のお金を持つべきだと思うんですけど。 

 

河野文化振興・文化財課長 小越委員から御指摘いただきました本文について、詳細をしっかりと確認

してございませんけれども、県の大規模開発事業につきましては、基本的に県のほうで
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負担をして、やっております。 

  その市町村がどのようなものを要望していただいているということについては、詳細

を確認させていただいてから対応させていただきたいと考えております。申しわけござ

いません。 

 

小越委員  市長会から上がってきたものは、各部署には行かないんだ。どうなっているのか。こ

れは埋蔵文化財の調査及び文化財の保護・継承についての最後の４５ページに載ってい

るんですよね。ぜひそれを確認していただきたいと思います。市長会からわざわざこれ

だけ来ているわけですから、それでここにも決められた予算の範囲って書いてあるんで

すよね。この埋蔵文化財のお金、でも今これから開発が進む中では、毎年毎年試掘なり

発掘せねばならない場所、それから規模はふえていくばかりだと思うんです。その予算

の範囲内でといいますと、今回も埋蔵文化財の補正予算で、リニア関連で出てきますけ

ども、全額で大体３億６,０００万円、これの半分ですから、国庫が２分の１になるから、

大体山梨県の負担が２億円を切るぐらいですよね。それだと、これからやっぱり足りな

くなってくるんじゃないかと。市町村が要望している金額と山梨県が持っている金額の

乖離ってどのくらいあるんですか。 

 

河野文化振興・文化財課長 小越委員からいただいた御質問でございますけれども、いつ時点のどうい

った内容についてお答えすればいいかということが、しっかりと理解できておらなくて、

大変申しわけございません。この場でどういう御答弁をさせていただくのがよろしいの

か、理解できていない状況でございます。 

 

渡辺委員長  小越委員、もう一回。 

 

小越委員  埋蔵文化財に係る費用がありますよね。それを山梨県が毎年、予算額が１億９,０００

万円くらいの予算しかないとします。それに対して、市町村から上がってくる金額はど

のくらいあるのか。そこに差がどのくらいできるのか。断っているのもあるかもしれま

せんけれども。 

 

河野文化振興・文化財課長 市町村で実施する埋蔵文化財につきましては、大体１０年程度計画をいた

だいておりまして、その計画を毎年、ヒアリングをしながら予算措置の対応させていた

だいている状況でございます。 

 

小越委員  予算要望にある市町村の負担が超過するということはないということですか。これに

よると、市町村の負担が超過しているので、ちゃんと決められた補助率のまま出してく

ださいと。でも、予算額はもう頭で決まっていると。だから、これは出せませんという

のが県の言い分で。市町村からすると負担割合は決まっているんだから、ちゃんと出し

てくださいよと言うんですよ。だから、そこに乖離があるわけですよ。そこをちゃんと

数字でつかんでいただいて、市町村から要望が上がっているんですから、これから開発

をいっぱいして、リニアも含めてやるのであれば、これからどんどんふえていくわけで
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す。でも文化財の試掘はしなきゃいけないですよね。やらなきゃいけないことになって

いる。 

  であれば、その負担を誰が負うのか。最終的には市町村がやっているわけです、民間

も含めて。であれば、市町村の負担を減らすためにも、この予算をしっかりとるべきだ

と思います。所要額の上限を決めているのではなく、４分の１なら４分の１、必ず補正

予算もつくって、ちゃんと充てるというふうにしていただきたいと思うんですけど、い

かがですか。 

 

河野文化振興・文化財課長 小越委員御指摘のとおり、その割合の範囲内ということで、予算措置をさ

せていただいているところでございます。また、市町村事業だけではなく、個人あるい

は事業者等が主体となりますところにつきましては、そういったところへの負担をなく

すような配分なども考慮しているところでございますので、今御指摘があったところに

ついては、改めて市町村の実態を確認して検討してまいりたいと考えております。 
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主な質疑等 農政部関係 

※第８１号   山梨県家畜伝染病予防法施行条例中改正の件 

質疑 

（山梨県家畜伝染病予防法施行条例中改正の件について） 

桐原副委員長  この改正によって、山梨県の場合は、その対象となるイノシシを家畜している施設が

あるのかないのか、教えてください。 

 

渡邉畜産課長  イノシシの飼養をしている方々は、全部で６件、頭数は現時点で、２６頭ぐらい飼っ

ているところでございます。 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 

※第８３号   令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中農政産業観光委員会関係の

もの、第２条繰越明許費の補正中農政産業観光委員会関係のもの及び第３条債務負担行

為の補正中農政産業観光委員会関係のもの 

質疑 

（過疎地域活性化・雇用創出推進事業費について） 

市川委員  （農）の２ページをお願いします。 

  過疎地域における農業の担い手を確保するため、市町村や事業者に対し、特定地域づ

くり事業協同組合制度とありますけど、この協同組合の制度について、ちょっと細かく

教えていただきたいと思います。 

 

勝俣担い手・農地対策課長 この特定地域づくり事業協同組合制度は、本年６月に施行されました地域

人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく制度であ

りまして、過疎地域では、人口定着のための労働環境の確保が必要となりますが、農業

や観光業など、単一の業種では年間を通じた仕事が少なく、定着に必要な給与水準を確

保できないことから、人口急減地域内の事業者により、この組合を設置いたします。農

業や観光業など、地域全体の仕事を組み合わせて、年間を通じた仕事をつくり、地域内

外の若者や地域おこし協力隊任期満了者などが地域へ定着できるように進めていくもの

であります。 

 

市川委員  この組合をつくるには何人以上とか、そういった決まりはあるんですか。 
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勝俣担い手・農地対策課長 組合につきましては、４名以上で設立することになっておりまして、国か

らも財政的な支援が予定されております。 

 

市川委員  今、何組合ぐらいあるか、教えていただけますか。 

 

勝俣担い手・農地対策課長 この制度につきましては、まだ始まったばかりということで、今県内の過

疎地域で２市町村ほど動きがありまして、今後この制度を活用して事業に取り組んでい

く予定となっております。 

 

       （やまなし産地生産基盤パワーアップ事業費補助金について） 

桐原副委員長  （農）の５ページ、やまなし産地基盤パワーアップ事業費補助金について。これは補

正ということで、既存の予算よりもかなり多く補正を組んでいるということであります。

かなり使われているのかなというのと、この集出荷施設の整備と、簡易雨よけとあるん

ですけど、これはトンネルメッシュかなと思うんですけど、例えば対象品種があるのか

ないのか、その辺も教えてください。 

 

塚原果樹・６次産業振興課長 まず、補正額１億１,１２６万円ということで、今回集出荷場の機能向上

ということで、桃の共選所における光センサーの機能向上の実施を１カ所お願いしてい

るところです。 

  それから、雨よけ栽培の関係になりますけれども、今回雨よけ栽培の関係につきまし

ては、２３件ございます。そのうち１５件が雨よけ栽培の関係になっています。 

  その中は、トンネルメッシュが総体を占めますけれども、ブドウの品種等を規定して

いるものではありません。ブドウであれば、ブドウの雨よけ栽培ということで、今回取

り入れている状況です。 

 

桐原副委員長  結構です。 

 

       （農畜水産物ブランド強化事業費について） 

小越委員  （農）の３ページ、農畜水産物ブランド強化事業費３３８万４,０００円です。 

  やまなしブランドのプロモーションでロゴマークをつくるという話があったんですけ

ど、たしか横内知事のときに、富士の国やまなしの逸品農産物「うんといい山梨さん」

というのがあって、白地にわんちゃんのマークなんかの顔があって、山梨の富士の国や

まなしの逸品農産物「うんといい山梨さん」ですよね。このロゴマークは、今回のこの

ロゴマークによって、なくなってしまうんですか。 

 

樋田販売・輸出支援課長 「うんといい山梨さん」のロゴマークでございますけれども、現状も活用し

ておりまして、今回このブランドの事業については、強化ということで、現在「うんと

いい山梨さん」のロゴマーク等を含めて、その制度自体の検証をしております。そうい

ったことから、現状についてはロゴマークもまだ活用しておりますが、今後どうしてい
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くかというのは、ブランドの強化を含めて、全体的に考えていきたいと思っております。 

 

小越委員  その「うんといい山梨さん」のときには、逸品農産物ということで、例えば認証、い

ろいろ基準があったと思うんですけども、今回のこのロゴマークをつくるに当たって、

この「うんといい山梨さん」と同じ基準で、同じような中身でいくのか、全然違うコン

セプトでいくとか、その基準があるのか、そこはどう違ったりするのか、同じなんです

か。 

 

樋田販売・輸出支援課長 「うんといい山梨さん」につきましては、果樹を中心に農産物を定めており

まして、その中である程度、品質の高いもので、本県農業の農産物の底上げを図って、

しっかり消費者にＰＲしていくということで、生産者の所得向上等にもつなげていくと

いう狙いでやっております。 

  今度のものにつきましては、現在「うんといい山梨さん」の課題等も検証しておりま

すので、そういったところも含めて、先ほど予算のところで説明させていただきました

ように、新たに４パーミルやまなしイニシアチブという地球温暖化対策のキーワードで

すとか、あるいはアニマルウエルフェア、放牧とか、そういった家畜に優しいというコ

ンセプトも出てきておりますので、山梨としてどういった農産物をしっかりＰＲしてい

くのがいいかということを、現在検証している最中でございます。 

 

小越委員  正直言って「うんといい山梨さん」というのは、聞いたことはあるんですけど、余り

見かけたことがなくて、もう１０年くらいになるんですけど、確かにあったというのは

覚えているんですけど、なぜ使えなかったのか。このシールが張ってあると、付加価値

がついて東京市場やなんかでも高い値がつくとか、もっと消費者に販売が促進になると

思うんですけど、その「うんといい山梨さん」の検証というか、総括というか、どうし

てこうなったのかということがないと、また新しい同じマークでいいかもしれませんけ

ど、戦略というか、これはどのくらいＰＲをするのか、山梨県の多分全ての農産物は、

果樹だけじゃなくて、いくと思うんですけど、そこはどのように狙っていくんでしょう

か。 

 

樋田販売・輸出支援課長 先ほども申し上げましたように、現在新しいブランド戦略については、現在

の「うんといい山梨さん」の検証も含めて、今後どうしていくかということを、今外部

の有識者の意見も聞いておりまして、それらも踏まえて検討をしている最中でございま

す。 

  先ほど小越委員からお話がありましたように、その生産者への価格の反映というとこ

ろが、私どもとすれば、それなりの成果は出ておるんですが、やはりその手間、「うんと

いい山梨さん」というものを県が認証するわけですけれども、その認証したものについ

ては、出荷箱に「うんといい山梨さん」マークのシールを張ってもらうとか、もともと

果樹等は産地ごとにそれぞれのＪＡ等をもとに、ブランドが確立されている部分もあり

ます。そういったところから、なかなか手間がかかるというようなお話があり、生産者

の理解が十分得られていない部分もあり、そういった課題を踏まえて、今後より消費者
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にとってわかりやすい、山梨のものはいいものだということが、しっかりわかるような

方向性で検討していきたいと思います。 

 

小越委員  先日、噴水広場で開催された「バイ・ふじのくに」やまなしに行ったときに、静岡の

鳥肉に、「バイ・ふじのくに」しずおかの認証マークを発見いたしまして、静岡県は平成

１８年からスタートをしていると。定期的に監査をしたり認証有効期間３年間でホーム

ページに載せたり、こういう表彰、認定証もつけたりしているんですよね。静岡県で鳥

肉かと思ったんですけど、ありとあらゆる農産物に、このマークをつけて、静岡の農産

物はこんなにいいんだよということをＰＲしていて、私もこれを見て、ああ、そういう

ことかと思ったんですけど。消費者にとって見ると、山梨が農業県かどうかというのは、

全国から見てわかりませんけども、農業で山梨のものはいいんだよということをわかる

には、こういうある程度のマークなり、それを知らしめる手だてがないと、果樹はブド

ウはこういうので、桃はこういうのがあるというふうにあるんですけど、全体に、山梨

を底上げしていくという中では、もう少し考えていくのと、例えば、農産物だけじゃな

くて、これは富士山が入っているから、もう静岡、山梨かとわかるんですけど、観光と

も一緒によくみんなが知っている「でっかいどう。北海道」じゃないけど、山梨をイメ

ージできるような観光のプロモーション等も含めてロゴとかキャッチコピーなんかを考

えたらどうかと思うんですけど、観光部との連携とかはどうなんでしょうか。 

 

樋田販売・輸出支援課長 現在検討しているブランド戦略につきましては、オール山梨体制ということ

で、ワイン県やまなしですとか、あるいは水についても名水というところもありますし、

そういった農産物はもちろんＰＲをしていくんですけれども、生産者の所得の向上等を

考えれば、オール山梨の力を総動員して、ブランド戦略を強化していきたいと考えてお

ります。 

 

       （やまなし産地生産基盤パワーアップ事業費補助金について） 

小越委員  もう一点、先ほど桐原委員からもお話がありましたやまなし産地生産基盤パワーアッ

プ事業で、簡易雨よけのことなんですけれども、１億１,１００万円のうち、簡易雨よけ

には２３件で１５件って、ちょっと意味がわかんないんですけど、幾ら簡易雨よけに支

出するのか。この２３件と１５件ってどういう意味なのか、補助額が１件当たり幾らと

決まっているんでしょうか。 

 

塚原果樹・６次産業振興課長 まず、２３件の１５件ですが、２３件というのは、生産資材等のリース

の導入の中で２３件が事業として上がってきているということになります。そのうちの

１５件が雨よけ栽培に関するものということになります。 

  それから、事業費につきましては、特に上限、下限とこの中で規定されているもので

はございません。 

  その中の事業費ということですが、計算をその分足さないと、ちょっと出てきません

ので、若干お時間をいただきたいと思います。 
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小越委員  雨よけは、今回１５件なのか、１５ヘクタールなのかわからないですけど、それを、

例えば１件当たり補助額は幾らか決まっていなくて、１００万円でも２００万円でもや

りたいときにはできるということですよね。そういう理解でいいんですか、この１５件

というのは、それで１件当たり１００万円、２００万円でも１５件になればということ

なのか、それとも、１件当たり５０万円で１５件なのか、そこはどういうことでしょう

か。 

 

塚原果樹・６次産業振興課長 簡易雨よけの設置の部分は、それぞれの農業者が産地基盤パワーアップ

計画に位置づけられておりますけれども、それぞれの農業者が必要とする資材費の２分

の１を助成するということになります。 

  それから、簡易雨よけの事業費の部分につきましては、総事業費が１,４７３万円とい

うことになります。 

 

小越委員  もし今１５件ですけども、ほかの方がまたやりたいと、またこれから来年に向けてや

はりうちもやりたいというときには、これは追加で認定されて、補助金が出るんですか、

それとも１５件でもう決まっているんですか。 

 

塚原果樹・６次産業振興課長 今回９月補正でお願いしている分は、８月までの国の申し込みの部分に

なります。今後、国のほうで予算がある程度残があるということであれば、また募集が

出てきますので、その時点でまた申し込みをするということになります。 

  さらに、今後国のほうで補正予算が組まれるという場合にあっては、同様に対応のほ

うをしていくということになります。 

 

小越委員  以前、ＪＡフルーツにお伺いして、この雨よけがすごく効果があるというお話を聞き

ました。それがあれば、晩腐病とか、べと病は、かなり防げるんじゃないかと。短梢式

にすれば、下にＳＳが入って作業が楽になるし、長梢式と同じように収量が上がってく

るということも聞きました。これから若い認定農業者などが、このような雨よけの施設

栽培をしていけば、収量も上がっていくし、それから農業産業も楽になるけれども、こ

の雨よけをもっと広げるためには、国の補助金といいましたよね。県はお金を出してい

ないということですよね。国はお金があれば出すということであれば、たしか県も昔は

やっていたと思うんですけど、県もこの雨よけについてこれから進めていくのであれば、

県もお金を出すという方向で検討していただきたいと思うんですけど、最後にそれだけ

確認させてください。 

 

塚原果樹・６次産業振興課長 委員御指摘のとおり、以前、県でこの簡易雨よけ栽培の導入を支援した

ことがございました。その後、国の産地パワーアップ事業というものが創設されまして、

こちらのほうに移行したという経緯がございます。県としても雨よけ栽培というのは、

最近の気象状況の中では、これまで山梨県は非常に天候に恵まれていたということで、

栽培性もよかったわけですけれども、不確定要素がふえてきたということで、今後も進

めていかなければならないと考えております。 
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  県の予算等につきましては、国補事業の中での取り組みということで、現在やってお

りますので、その辺につきましては、また御理解いただきながらということになろうか

と思います。 

  いずれ、この事業を推進するために、地元ＪＡ、それから農務事務所、あと市町村、

そちらのほうと協議を進めていきまして、取り組んでいきたいと考えております。 

 

小林農村振興課長 農村振興課でございます。ブドウの雨よけ施設につきましては、当課で所管してお

ります、未来を拓くやまなし農業応援事業の中で、現在も支援ができるメニューがござ

います。先ほど塚原課長がお話をしましたように、希望のあった中で、県単事業の活用

につきましても検討させていただきましたが、今回導入を希望された方、皆さんが国補

事業を御活用いただけるということで、当事業での執行は予定しておりません。メニュ

ーとして未来を拓くやまなし農業応援事業を活用することができますので、そちらもき

ちっと検討させていただきたいと考えております。 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 

※第９２号  訴えの提起の件 

 

質疑     なし 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※所管事項 

質疑 

（晩腐病の県の取り組みについて） 

永井委員  本会議でも誠心会の皆川代表から代表質問がありました晩腐病の県の取り組みについ

て伺いたいと思います。本会議の中でもいろいろな質問があったわけですけれども、せ

ん孔細菌病とは違って、晩腐病は通年というか、特別な病気ではないけれども、消毒を

少し怠ってしまったところに出てくるものだと。ただ、ことしは長雨の影響があって、

一生懸命農薬を散布しても、その影響が出てきているというところで、今回は、ある意

味特殊な例であると、これは気象状況によっては来年、再来年もということになってく
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ると思うんですが、そういった部分で、ほかのものとは少し質が違うのかなと感じてい

ます。 

  そんな中で、皆川代表の代表質問の中で、薬剤防除、傘かけ、袋かけ等の管理につい

て、農務事務所がＪＡと連携して調査を実施しているという御答弁がございました。 

まず、この調査の進捗状況がどのようになっているのかということと、また、この病

気が甲府はかなり早かったものと承知をしているんですが、甲府の調査状況なんかも、

早いだけに、もう上がってきているものがあると思うんですけれども、そんなものがあ

れば、教えていただきたいと思います。 

 

斉藤農業技術課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

  調査は随時行っております。もう早場とか中間地域は、ほぼ調査が終了いたしており

まして、あと残すところは標高の高い一部の地域のみとなります。実際１０月上旬くら

いには、全ての地点である程度調査が終わるということでございます。 

  委員御指摘の甲府地域とか、早いところは、既に防除の状況、袋かけ、傘かけの時期

の調査を行っておりまして、ほとんどの農家の方が通年のとおり、同じように防除をや

っておりますけれども、それでもことしは非常に多くの被害が出ているという状況とい

うことはつかんでおります。特に７月の雨が大きく影響しているということはわかるん

ですけれども、これから、ただそれだけで済ましていいものかということも含めまして、

詳しく調査内容の解析を現在行っているところであります。 

 

永井委員  例えば、早場の甲府の被害額というのは、まだまとまっていないんでしょうか。 

 

斉藤農業技術課長 被害額の算定がなかなか難しくて、量的なところは、ここでははっきり、どこのと

言うのは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、額は、ことしブドウの単価

が非常に、去年よりさらに高い状況が続いていまして、一概に額のほうで比較すると、

正確な被害の状況がつかめないのではないかなと思っております。 

  現状で、県下全般になりますけれども、昨年同期の一番被害が多かった、甲府地区で

も被害が多かった種なし巨峰の系統ですと、量的なところは約１５％から２０％の間で、

県下全体で出荷量は減少している状況です。ただし、全てが晩腐病ばかりじゃなくて、

ほかの病害も発生しておりますから、出荷の状況ということですと、そういう形になろ

うかと思います。 

 

永井委員  ありがとうございました。 

  そんな中、去る９月２日、自民党の甲府選出の県議団で、県に対して甲府地区の晩腐

病対策についての要望書を部長に提出をさせていただいたところです。その中で、薬剤

防除とか、傘の購入費用の補助についても提案をさせていただきましたが、今回の本会

議の答弁の中で、その辺の具体的なお話がなかったんですけれども、この件に関して、

県が今後どのように対応していくのか、お伺いをいたします。 

 

斉藤農業技術課長 ９月２日は部長も私どもも、あとうちの幹部職員も議員の方からいただきました要
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望書の内容を見させていただいております。まず原因の徹底究明というお話がありまし

たので、現在その対応を行っているわけですけれども、それ以外、今御質問にありまし

た傘の関係、まず再利用できないのではないかと、破棄せざるを得ないというお話があ

りまして、そういったものへの支援、あるいは薬剤をもっとたくさんかければ、防除効

果が高まるのではないのかという２点がございました。こちらも、技術的な側面から注

意深く検討させていただいております。 

  結論的なお話をしますと、傘につきましては、破棄する必要はないと。洗って使えば

十分使える状況であることがわかりましたので、早速これはＪＡのほうへその旨を伝え

ております。 

  あと、防除のほうですけれども、当日出た中でも、秋に例えばせん孔細菌病のように、

防除をやったらどうかという御意見も出ましたけれども、この時期の秋の防除というの

は、はっきり言ってほとんど効果がないということが、うちの病害の専門家からもアド

バイスをいただいておりますので、そういったことを踏まえて、今甲府地区の防除歴の

見直しという作業を進めさせていただいているという状況でございます。長くなって申

しわけございません。 

 

永井委員  ありがとうございます。 

  傘の部分は早くＪＡの方に伝えていただきたい。相当高級なものも買われた方たちも

いらっしゃいますし、費用負担がかなりあるというお話も伺っています。確かに防除の

部分に関していうと、あのときの意見交換の中では、秋ぐらいにやって、また春ぐらい

にやってみたいなことをおっしゃっていた方がいらっしゃいましたけれども、それ自体

は余り効果がない。その部分に関しても丁寧にＪＡのほうに説明をいただきたいと思っ

ております。また、さっき国の簡易雨よけに対しても、国の予算を使って、積極的に推

進していくという御答弁があったんですけれども、先ほどの小越委員のお話で、農業振

興課が簡易雨よけのプログラムがあると。それは、今度の晩腐病の対策にも並行して使

えるということなんでしょうか。 

 

小林農村振興課長 未来を拓くやまなし農業応援事業のメニューにつきましても、産地の状況、生産者

の規模や面積などについて十分に検討させていただいた上で、導入可能であれば、私ど

もの事業もお使いいただくことは可能でございますし、当然国補事業も並行して検討を

させていただくという形になろうかと思います。 

 

永井委員  甲府に限らず、そういった話というのは、もう既に各ＪＡには行っているんですかね。

もし行っているのであれば、そこの部分は徹底していただいて、それが多分国のプログ

ラムを使って、簡易雨よけがいいというのは、そのときの話でも、私どもも伺っている

ので、その部分を徹底してやっていただければ、それが一番効果的なのではないかと。

来年どういう状況になるかわからないですけど、またことしと同じように長雨が続くよ

うなことがあったら、また同じことになるので、あのときに課長もおっしゃっていまし

たけど、やってもやっても落ちちゃうから、やはりこの簡易雨よけというのが一番いい

ということで。だけど、さっきのお話を聞いていると、なかなか使いづらいのかなとい
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う、その登録のやり方も１５件という小さい範囲のお話をされていましたので、甲府だ

けに限らず、これはもう全県での話になってきますので、数が相当多くなってくると思

うんですよね。そういう対応というのは、しっかりやっていただけるのでしょうか。 

 

塚原果樹・６次産業振興課長 産地生産基盤パワーアップ事業につきましては、市町村で地域農業再生

の計画をつくって取り組むということになっています。現在、甲府市もこれまで計画が

ございませんでしたけれども、こちらのほうをつくって多くの農家の方がその計画に基

づいて取り組みができるように、今、市、それから農協、農務事務所等で協議をしてい

るところです。 

  あわせて、今までこの事業も峡東地域で雨よけの導入がされてきたわけですけれども、

委員御指摘のとおり、なかなか県下全体での動きになっていないということがございま

すので、その辺をしっかり各市町村、それから地元で対応します農務事務所、農協と話

をして、着実に取り組みが進むように努力していきたいと思います。 

 

永井委員  甲府はないと言っていましたね。この計画がないということであれば、ぜひその部分

で御指導もいただきたいし、また、各地域のマニュアルも今回つくるという御答弁もあ

ったと思います。そのマニュアルの中に、今回のいろいろな、先ほど調査をやられてい

るということで、今の話もそうなんですけれども、課を越えて、簡易雨よけの部分と、

そのパワーアップ事業の部分も精査して、ぜひ地域によってやはり甲府と峡東は若干対

応が違う。ましてや甲府の地域というのは、今までほとんどなかった地域なので、そう

いった部分でやはりクローズアップされる。またその農家に対する負担も相当大きなも

のになってくると思いますので、地域別にマニュアルをつくるというのは、すごくいい

なと、御答弁を聞いていて思ったんですけども、ぜひそういう細かい部分も入れて、農

務事務所を通してでも結構ですので、ＪＡと、そしてまた各市町村と連携をしながら、

しっかり来年に向けて、今回本当に黒系のブドウの収穫が半分になっているところもあ

るので、ぜひその部分をきっちり対応していただいて、来年の被害をできるだけ少なく

していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

斉藤農業技術課長 ありがとうございます。 

  委員御指摘のとおり、簡易雨よけも甲府地区というのは、今まで全く導入されていな

い地域で、導入に当たっては、農家の方にまず導入の効果とか、そういうものをしっか

り見ていただくことが大切だと思っています。今回も簡易雨よけをやっているところと、

やっていないところの防除にどのくらいの差が出るか。あとは仕立ての方法とかで、非

常にやりづらいというお話もありますけれども、そういう剪定方法とかがやりづらい中

でも、簡易雨よけをやって成功されている事例もありますので、こういったものを甲府

に限らず導入が進んでいない地域の農家の皆様、あるいはＪＡの指導者の皆様に紹介し

て、来年度以降、晩腐病の対応ができるように、しっかり防除マニュアル等も地域別の

ものを作成して、対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

       （山梨県馬事振興センターの運営について） 
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土橋委員  山梨県馬事振興センターの運営について幾つかお伺いします。 

  入り口を入って右にセンター、左側に山梨県馬術連盟の事務所があるわけなんですけ

れども、私は馬術連盟の会長をさせていただいております。 

  センターと連盟は本当に車の両輪のように、どちらの空気が少なくなっても走りづら

くなる。それをうまく一緒にやっていくにはどうしたらいいかということも考えながら、

兄弟のようにやっていくのが一番じゃないかと思っていますけれども、どうでしょうか。 

 

渡邉畜産課長  県の出資法人でございます馬事振興センターにつきましては、「かいじ国体」の馬術競

技場の施設として整備され、現在まで管理運営をしております。 

  その中で、国体の強化選手とか競技馬の育成というものにも携わっておりますので、

委員がおっしゃいますように、引き続き県馬術連盟としっかり連携をして、進めていく

ということは変わりございませんので、よろしくお願いいたします。 

 

土橋委員  かつては、センターと馬術連盟の事務局が一緒だったなんていう時代もあって、その

ころは国体へ行っても、もう常勝チームで山梨県の馬術王国を、開催地であるところよ

りも山梨県のほうが得点を取ってきたという時代があった。そんなころなんかセンター

と連盟が同じ事務所、同じ人が事務をやったりしながら一緒にやっていたと。もとをた

だせば、小淵沢と県とで、馬術連盟が出資をしてつくったセンターだということで、私

なんか全然知らないころの話なんですけど。ということですので、やはり馬術王国なん

だと。日本一といってもいいほど、すばらしい環境の中にあって、センターと馬連が少

しでも大きく大事にしていきたいと思います。 

  そんな中、コロナの関係で、幾つかの大会が自粛ということで、中止になっていると

思うんですけど、センターの収入のことも含めて、どんな様子だったのか、教えてくだ

さい。 

 

渡邉畜産課長  令和２年の事業計画でございますが、馬術競技場を使っていただく大会とか合宿は２

５というものが計画されておりました。その中で、４、５、６月と３カ月競技を休んで

おりまして、７月から再開をしたところでございます。 

  これまでに、関東学生馬術大会、全日本ジュニア総合大会、そして国内最大規模の大

会でございます全日本ジュニア障害馬術大会が開催されております。 

  また、来月にはインカレといわれております全日本学生馬術大会が開催される予定で

ございまして、ちょっと時期は外れましたけれども、法人経営としても何とか見通しが

立った状況でございます。 

 

土橋委員  何かちょっとほっとするところがあるんですけど、まさにそんな中、先週日本最大の

全日本ジュニア障害馬術大会が開催されました。このコロナの中、自粛を呼びかけてい

る中でも、やはり戦後を上回る集客があったと聞いております。馬の頭数からすると２

００頭を超えたということで、大会というと、普通１頭の馬に４人の選手が次々と乗っ

たりするわけなんですけど、２００頭を超えるというと１頭に４人乗っていれば、もう

それで８００人、ジュニアの場合は、それにお父さんお母さん、この間の大会のときに
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は、私は行っていたんですけど、おじいちゃんまで、おじいちゃんといったら、おじい

ちゃん、オリンピックの元選手だったという人まで来ていまして、そんな中、京都から

全日本の馬術連盟の会長、前会長だとかＪＯＣの役員をやっていました竹田副会長にも

来ていただいて、本当に成功裏に終了することができた。本当によかったと思っていま

す。 

  そんな中で、終わる前から大体１時間以上、その大会の本部長とか、いろんな人とい

ろんな話をさせていただいて、すばらしい環境だよと、交通の利便性もいいし、すごく

いいところだねと、日本有数の馬術競技場として今後も大規模な大会を開催していくた

めには、地域の活性化ということが、思いっ切りつながると思います。 

  実は、今出なかったけど、小淵沢グランプリという山梨県馬術連盟の理事が主催をし

て、私も大会会長をやって、１７０頭、少な目にしてください、１５０頭までにしてく

ださいということだったんですけど、断り切れずにいた馬もありまして、１７０頭、も

うやるといったらすぐ、うちも何か広告を出させてくださいですとか、パンフレットを

作るんだったら、宣伝費を出すよというホテルが出るくらい、地域の活性化はすばらし

いものだと思うんですよね。 

  センターを通じて、我々も一緒になってどんどん全日本クラスの大会を誘致して、最

終目標はナショナルトレーニングセンターの看板が欲しいなと。今、馬事公苑にある看

板も欲しいなというところまでやっていくためには、やはりセンターが一生懸命頑張っ

てやってもらわなきゃいけないと思います。 

  このセンターとしては、いろんな要望もあると思います。こういうことだけはしてお

いてくださいねとかいう要望があるんだけど、どのように取り組んでいくか、よろしく

教えてください。 

 

渡邉畜産課長  先般開催されました全日本ジュニア障害馬術大会には、今、土橋委員おっしゃってい

ただいたように、日本馬術連盟の重鎮の皆様が御出席され、本当に豊な自然環境と首都

圏からの利便性のよさ等々について高い評価をいただいたということは、ありがたい話

だと思っております。 

  ただ、大会を運営する上で、不手際とかいろいろな問題点や反省点もあるところでご

ざいまして、そういうものは主催者としっかり協議を重ね、改善をして、きめ細かな対

応に努めてまいりたいと考えております。その延長線上で、また継続してしっかりこの

会場を使っていただけるような形で取り組んでまいりたいと思います。 

 

土橋委員  最後になりますけど、この馬術競技場がね、野球でいえば甲子園というような感じで、

馬術界の聖地になれるように、大会の人たちの要望等々を今、課長がおっしゃったよう

に、もう大丈夫だよ、あそこでやれば北海道からもこの間、何頭か来て選手も来て、や

っぱり来ただけのことはあったねと思ってもらえるようなことに取り組んでいただきた

いと思います。ぜひお願いします。 

  そこで、センターの理事長でもある農政部長から、その辺のところの御決意をいただ

きたいと思います。 
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坂内農政部長  県といたしましては、委員御指摘のとおり、地域活性化ということで、大会があるご

とにいろいろな方がお越しになって宿泊されます。そういったことで、地域活性化とい

う点で、非常にすばらしいものがあります。それで、関東一円を見渡しても、これだけ

のすばらしい馬術競技場というものはない、これは本当に山梨県としても積極的に売り

出していくべきものだと思っています。 

  その際、やはり県馬術連盟と、先ほど車の両輪という話がありましたけれども、まさ

に車の両輪で一層の連携を図る中で、日馬連などの大会主催者とまずしっかりと信頼関

係を築いていくと。そういった中で、いろいろなサービスを向上させるですとか、あと

はいろいろな馬も来て、本当に高価な馬も来るわけでして、それをおもてなしという形

で、しっかり細かい反省点も今回全日本のジュニア障害馬術大会というのがありました

けれども、そういったところの運営上の反省点なんかもしっかりと対応しながら、これ

からまた大規模大会を誘致するために、個別訪問を積極的に行って、大規模大会誘致を

しっかりとやっていくということで進めたいと思います。 

 

       （ブドウの晩腐病について） 

小越委員  先ほどのブドウの晩腐病に関しまして、本会議で皆川議員が質問した中で、知事から、

収入保険の制度を進めるという答弁もありました。私も先日の全員協議会の中で、農業

共済収入保険、保険制度のことについて徹底をしていただきたい。支払いも早くできる

ようにお願いした次第です。 

  それで、収入保険は、ブドウ、桃だけじゃなくて全ての品目が入ります。最大９割補

塡できるし、どんな減収にもオーケーだと。ただ、初年度は積立金も含めると３２万５,

０００円かかると。青色申告も必要だと。ちょっと大変なんですけども、この収入保険

なり、何かあったときの農家を支える保険制度が必要だと思うんです。 

  先日、農水省が出しました令和２年９月の収入保険データを見ますと、昨年、山梨県

は２６８件加入されていて、８４件支払いがあり、１億１,０００万円も払っているんで

すよね。昨年はモモせん孔細菌病もあったので、大変だと思うんですけども、この農水

省の令和２年７月末現在の収入保険の都道府県別加入状況を見ますと、令和元年山梨県

は２６８件、そして令和２年７月は５２４件と、倍ぐらいにふえているわけです。加入

目標というのが１,８１０件あって、それに対して５２４件、割合の目標２９.０％です

けど、この１,８１０件目標で５２４件入っている。この数についてはどのように認識さ

れているのか、まずお伺いします。 

 

三井農政総務課長 加入目標１,８１０件ということですが、これは農業共済前国連が、全国で現在青

色申告している方の加入目標を４分の１、２５％を目標にしましょうというのが基本に

ございます。 

  これにならしまして、山梨県内の青色申告の農業者を推計したところ７,８００人で、

この４分の１、２５％に当たるのが約２,０００人、まずはその半分の１,０００人を現

状の目標として取り組もうということで、１,８１０件という数字がございます。まずは

この半分の加入を頑張ろうということで、昨年から２年目を迎えて、農水省発表のとお

り、今年度は去年の倍増５２４件ということで、着実にふえていますが、まだ目標とし
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ている１,０００人には届いておりませんので、さらなる収入保険のメリット等につき

まして、広く周知して加入の推進を支援してまいりたいと考えてございます。 

 

小越委員  収入保険もいいんですけども、やはりこの掛け金が高いと。初年度掛け捨ての部分で

よければ安くなるかもしれませんが、３０万円というお金を払うというのが、かなりハ

ードルが高いのと、全員が青色申告をするのかというのも、農家の方々に負担があるわ

けです。そこのところの例えば青色申告をする指導とか、それから３２万５,０００円を

もう少し減額するとか、補助するとか、そういうところはないんでしょうか。 

 

三井農政総務課長 掛け金につきましては、掛け捨て分と積み立て分ということで、さらにその積み立

てをすることによって、最大９割補償ということで、掛け金は確かに高いですけれども、

最終的に収入減になったときの、農業者のお手元に入る補償額というのは、共済保険と

比べてその収入減の９割までが補塡できる。また積立金については、そのまま御本人の

積み立てとして、翌年度に繰り越されます。一概に高いからとはいうんですが、その積

立金部分が相当占めております。それは御本人の積み立て分で翌年に繰り越されること

になっておりますので、そういった違いがありますから、ただ単に掛け金が高いという

ことで、確かに負担はあろうかと思いますけれども、そういった最終的なこの制度のメ

リットということを鑑みれば、何ともいえないところでございます。 

  また、確かに青色申告が条件になってございます。今まで白色の方が新たに青色申告

ということになりますと、その言葉を聞いて、私は難しくて云々というふうに尻込みし

てしまうというようなことも、加入が進まない要因の一つと思われます。 

  このことについて、農業共済組合で青色申告についての細かい説明や指導はできない

ですが、青色申告の中でも簡易な申告もございますので、そういったことについても加

入の促進に含めて、農済の職員が個別訪問をして、収入保険のメリットや青色申告への

展開についても、丁寧に説明していると承知しているところでございます。 

 

小越委員  全部の農家の方が入れないとは思うんですよね。高齢の方もいらっしゃるし、そんな

たくさん規模をやっていなくて、何百万円とか、兼業で農業所得が少ない方もいらっし

ゃるので、全部が全部掛けられないと思うんですけど、これから大規模化されていくと

か,認定農業者などには、これがあれば、もしものときに、かなりカバーしていただける

ということであれば、なるべく入っていただくことが必要だと思うんです。 

  それにはやっぱり周知徹底とか、３２万円というのは、もう少し安くなる、上限を少

なくすれば、少なくなるということもありますので、ぜひ進めるような、それにはやは

り農業共済もなかなか入れない。３２万円よりは安いけど、やはりお金が大変というの

が、かなりの方に聞きますと、掛け捨てと一緒じゃないかというのは、何かあったとき

に困るんだけど、やはりそのことも含めて、少しでも保険に補助金を出すということも、

ぜひとも考えていただきたいと思いますので、そこだけ検討いただきたいと思います。 

 

       （農業大学校の林業科新設について） 

望月（勝）委員 代表質問で質問しましたが、専門学校、農業大学校のほうに、知事は、林業の新設科
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を設けたいということで、令和４年から新設するということでございます。特に今、山

梨県は、林業の担い手が非常に大きな課題になっているところでございますが、それに

ついて質問をさせていただきます。農業大学校について、幾つかの問題点もあると思い

ますが、現在農業大学校にはどのような学科が設置され、そして県内、県外の生徒さん

の在校状況、それからこの農業大学校は、立地的に北杜市にあって非常に交通の便も不

便だということも聞いておりますけど、そんなことも含めながら、その状況をお伺いし

たいと思います。 

 

斉藤農業技術課長 ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

  現在、農業大学校には、１学年定員が３０名の養成科というものと、定員が若干名に

なりますけれども、専攻科という２つがあります。それぞれ２年間のカリキュラムで勉

強しております。 

  現在、この養成科の１年生は、定員いっぱいの３０名で、２年生が２８名でございま

す。その上の専攻科の１年生が定員若干名ですけども、これが３名で、２年生も同じく

３名ということで、現在６４名の学生が在学して、農業の勉強をしている状況になりま

す。 

  あと、県外からの方の割合ですけれども、やはり農業大学校は各県にもありますので、

比較的少ないですけれども、この５年間を見ますと、昨年だけ１名だったんですけれど

も、ほかの年は２名ずつということですから、定員から見ると、１割弱くらいの方が県

外から来ている状況であります。 

  県外の方は、もちろん通うことは不可能ですから、北杜市の長坂の周辺にアパートを

借りたり、あるいは中央線が通っていますので、中央線沿いにアパートを借りて通学し

ているということでございます。 

 

望月（勝）委員 今、答弁いただきまして、生徒さんも県外から来る方は非常に少ないということでご

ざいますけれども、これから林業の新設科ができると。恐らく他県にはもうこういう大

学の４年制の中に林業の専攻科があります。そこでいろいろな技術、測量とか全てを学

んで習得する。だから、国家試験とかいろいろな資格も取れるということでございます

が、ただこの山梨県の場合には２年の専攻科というんですか、農業大学校の中に２年生

の林業科を設けたいという話でございますけど、これは２年間の林業科を設けていく、

その特典といいますか、何かそういった資格を取れるカリキュラムを組んで計画をして

いるのか、令和４年だったら、あと１年か２年あれば、もうその時期が来ちゃうと思う

んですけど、その辺の計画を教えてもらいたいと思います。 

 

斉藤農業技術課長 現在農業大学校では、これは農業の学生ですけれども、例えば毒物劇物取扱責任者

とか、あるいは農業機械の関係の資格と、さまざまな資格がカリキュラムの中に既に組

み込まれて、２年いればその資格がほぼ、ほとんどの方が取得できるような状況になっ

ております。 

  今度新たに新設します林業関係の学科でも、やはり林業に必要なさまざまな資格、免

許、そういったものがあろうかと思いますので、今後やはり学校のカリキュラムの中で、
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そういうものが資格取得に向けて、就学ができる内容につきましても、検討してまいり

ます。 

  あと、やはり共通して取れる内容のものはあると思いますので、そういったものは、

農業と林業のほうで、共通した内容ということで、資格の取得等に向けた勉強を積んで

いただけるような内容にしていきたいと考えております。 

 

望月（勝）委員 今の答弁の中で、農業と林業、共通点もあるし、またそういったところで、教師の教

えるほうも共通の科目を教えることができるかもしれませんが、林業専門の教授ですか、

そういう方への手配というんですか、林業科を設けるということで、そういう専門の先

生、教師がいないと、ちょっと林業のほうも大変じゃないかと思うんですね。それで、

林業は特に農業の場合には、この平地の場所のいいところで生産をしますけど、林業の

場合は、かなり山林の中に入ってやるとか、また事故とかそういうものもあり得えます

し、また、機械も大型の機械も使う、そういう状況もありますので、新設科において、

そういう教師とか、今言った機械とか、そういった現場作業に特に従事できるような体

制をどのように持っていくのか、教えてください。 

 

斉藤農業技術課長 林業の中の細かいカリキュラムについては、今後中身は細かく精査して、カリキュ

ラムの組み立てのほうをしていくつもりではいますけれども、委員御指摘の林業には林

業のやはり性質がありまして、当然農業は農業大学校で今のところに演習圃場が、結構

広いものがあるんですけれども、やはり林業の場合は山といいますか、森林が必要とい

うことで、そういったさまざまな相違点等もございますけれども、いずれ現在の農業大

学校のように、一定のスキルが身につけられるようなカリキュラムを編成していきたい

と。 

  あとは、教える職員ですけれども、農業のほうは我々のところの農業技術職の専門の

職員が教えておりますので、林業につきましても、同じく林業の技術職の職員の方とか、

あるいは森林総研の研究をやっている方とか、さまざまなスペシャリストの方がいらっ

しゃいますので、そういった方のお力をいただきながら、学生さんに教えていくという

方向になるんではないかと考えております。 

 

望月（勝）委員 今の答弁で、山梨県にある森林総合研究所との協調性を持ちながらやるとか、また県

内にはすばらしい県有林もたくさんあります。そういうところを、やはり現場の作業の

中で実習林として活用していくのか、それともそういう実習林がまた宿泊施設をつくっ

て、そうした施設を充実したものにしていくのか、２年間ですから、本当にもう最初か

らしっかりした取り組みをしないと、中途半端な科になってしまう。普通大体４年制で

みんなやっているんですよね。そういう中で、２年生で専攻科でやるということは、非

常に私も危惧するところがあるんですけれども、そうした中途半端な科になってしまっ

てはと思っているんですけど、そこらの充実感を、林務との兼ね合いもあると思うんで

すけれども、坂内農政部長さんの心意気を、知事のそういう動きもありますから、ちょ

っとお聞きかせ願いたいと思います。 
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坂内農政部長  このたび林業学科というのが新しく設置されるわけなんですけれども、森林総合研究

所との連携を密にして、あとは先ほど課長からも答弁があったように、教育に協力する

とともに、せっかく林業と一緒になるわけなので、両者のシナジー効果も追っていきた

いなと思っています。 

  例えば、その共通する課題としては、鳥獣被害の関係とか、農地でも鳥獣害問題があ

りますし、もちろん林業でも鹿の食害というのは、非常に大問題になっています。そう

いったところで、例えば、カリキュラムの中で、鳥獣被害のそのくくりわなの関係の講

義を設けるという話も検討されているように聞いていますので、そういった両者のシナ

ジー効果を生かすために、例えば共通する科目については、森林総研のほうからウェブ

を使って授業を受けるということにすれば、距離的な問題は克服されますし、そういっ

た形で拠点や役割分担を明確にして、あとは専門性も同時に追求していくということで、

２年間で濃密なカリキュラムの中でしっかりと林業の担い手についても、農業の担い手

と同様に確保育成していきたいと考えています。 

 

望月（勝）委員 坂内部長の今のその御意見、また知事のそういう見取りがあると思うんですけど、今

非常に県内の森林組合、また林業従事者まで、民間の方、非常に林業科の新設というも

のに対して期待をしていますので、２年間で本当に実りのある実践で使えるような生徒

さんを県内に配置していただけると思いますので、よろしくお願いします。終わります。 
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主な質疑等 産業労働部関係 

※付託案件 第８３号議案 追加説明 

質疑 

（出張労働相談会について） 

小越委員  今まで配られているチラシ、ホームページはすぐ更新できると思うんですけど、配ら

れているチラシですとか、ポスターとか、それは回収するんですか、差しかえるんです

か。 

 

小俣労働委員会事務局次長 まず、ホームページにつきましては、午前中御指摘がありましたので、現

在のところのおもて面の出張労働相談会のところだけが見られるように変更してありま

す。そして、配布したチラシにつきましては、国や県、市町村等に配布したものにつき

ましては、別途印刷をし直しまして、送ったものについては回収するという形で処理を

進めたいと考えております。 

  なお、ポスターにつきましては、出張労働相談会のおもて面のみのものになっており

ますので、裏面のほうはポスターはございませんので、そちらのほうは変更ございませ

ん。 

 

小越委員  どうしてこんなことになったのか、ぜひ考え直していただきたい。誰かがこれをつく

ったと思うんですけど、労働委員会事務局の中で、また労働委員の先生方がいますよね、

弁護士なども含めての、弁護士さんたちを含めて、こんなことをやっていたのかになる

わけですよね。どうしてこんなことになったのか、誰もこんなことに気がつかなかった

のか、よかったと思ったんでしょうね、きっとね、これでも別に何とも思わなかった。

そのこと自体がやっぱり労働委員会の中で事務局なりの問題があると思うんです。そこ

をしっかり反省というか、どうしてこうなったのかを含めて考えておいていただきたい

と思います。 
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主な質疑等 企業局関係 

※第８５号  令和２年度山梨県営電気事業会計補正予算 

 

質疑     なし 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※第８６号  令和２年度山梨県営温泉事業会計補正予算 

 

質疑     なし 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※第８７号  令和２年度山梨県営地域振興事業会計補正予算 

質疑 

（地域振興事業会計について） 

桐原副委員長  補塡する額９,６９３万４,０００円、この積算根拠を教えていただけますでしょうか。 

 

瀧本企業局総務課長 補塡する額９,６９３万円につきましては、丘の公園を閉めていた時期が４月１

日から５月２４日になりますので、過去この３年間の同じ時期の実績を参考にしまして、

補塡をすることとしております。具体的には、休館期間に指定管理者が得られたであろ

う収入を基準に、免れた費用を控除して算定するということで、一般会計におけるほか

の指定管理者の施設と同じ考え方で積算をしてございます。 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 

 

質疑     なし 
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その他    ・本委員会が審査した事件に関する委員会報告書の作成及び委員長報告については委員

長に委任された。 

       ・閉会中もなお継続して調査を要する事件については配布資料のとおり決定された。 

       ・継続審査案件調査の日時・場所等の決定は委員長に委任され、県内調査を１０月２９

日に実施することとし、詳細については後日連絡することとした。 

 

 

以   上 

 

農政産業観光委員長 渡辺 淳也 

 


